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Ⅰ 計画に当たって 

第 1 計画の趣旨 

森林は、木材等の林産物の生産、水源の涵
かん

養、山地災害の防止及び森林レクリエーション等

の多面的機能の発揮を通じて、県民生活の維持発展に大きく寄与しています。特に再生産可能

な資源として、森林の果たす役割には非常に大きなものがあります。 

しかし、無秩序な森林の伐採や開発は、森林の荒廃を招き、山崩れや風水害による災害を発

生させる原因となる一方、森林の再生には長期の年月を要します。一たびこのような状態にな

ってから森林の機能の回復を図ることは容易ではありません。そのため、長期的な視点に立っ

た計画的かつ適切な森林の取扱いを推進することが必要であることから、森林法において森林

計画制度を定めています。 

本計画は、全国森林計画に即し、さらに「千葉県総合計画」(令和 4 年 3 月)と、これを実現

するための具体的な取組を示した「千葉県農林水産業振興計画」(令和 4 年 3 月)を踏まえ策定

しています（図-1）。 

 

図-1 地域森林計画の位置付け 
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本県では、森林面積の減少や必要な手入れが行われていない森林の増加、病害虫による森林

の質の低下が進むとともに、土砂採取等の開発や竹林の拡大に伴う環境や景観の悪化も懸念さ

れています。 

また、令和元年房総半島台風等により、県内各地で風倒木被害が発生したことから、「災害

に強い森林づくり」に向けた森林の適正な管理と防災機能の強化が求められています。 

さらに、近年においては、SDGs に代表される持続可能な社会の実現に向けた取組におい

て、森林の持つ生物多様性を保全する機能や、地球温暖化防止に資する二酸化炭素を吸収・固

定する機能などへの関心が高まっています。 

加えて、新型コロナウイルス感染症の影響等により、県民のライフスタイルの変化が進むな

か、温暖な気候や豊かな自然に恵まれ、首都圏住民の身近な観光・リゾート地として親しまれ

ている本計画区にあっては、森林の持つ保健・文化機能や、アウトドアレジャーなどの森林の

空間利用に対する需要も高まっています。 

このような状況の中、本県では、森林をそれぞれの地域にあった「ちばの森林」として次代

に引き継いでいくことを目指し、「ちばの森林づくり」の取組を展開していきます。 

本計画では、関係計画との整合性と前計画の実行結果を考慮し、今後の民有林の森林整備目

標、林道等の整備、伐採方法・造林樹種等の指針、保安施設等に関する計画を定めるものとし

ます。また、森林資源の内容や区域のデータ等を整備し、施策推進の基本的な指針とするほ

か、これを林業経営や森林整備の資料、市町村森林整備計画の指針、森林法適用の基準として

広く活用していくこととします。 

 

第 2 本県の森林の現状と課題 

本県の森林は、総面積 51.6 万 ha の約 3 分の 1 の 14.5 万 ha を占めており、その内訳は人工

林 30％、天然林 50％、その他 20％となっています。 

気候は、冬は暖かく夏は涼しい海洋性の温暖な気候ですが、南房総の温暖な気候から北部関

東平野中央部の内陸的な気候まであり、森林植生に与える影響も大きく異なっています。 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、本県にも、津波や液状化により死者 20 名、

建物被害（全壊）798 棟などの大きな被害をもたらしました。本計画区の海岸地域では、飛砂

や潮風害の軽減に重要な役割を果たしている海岸保安林において、松くい虫による被害で疎林

化が進行していますが、津波に対する減災効果等、海岸保安林の役割が改めて見直されていま

す。 

また、地震による東京電力福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質の影響は、露

地・施設栽培の原木しいたけやたけのこが出荷制限の対象となるなど、本県にも及んだことか

ら、今なお放射性物質の検査等の対応が必要となっています。 

更に、令和元年房総半島台風等による災害では、山腹崩壊等に加えて、かつてない強風によ

り県内各地で倒木の被害が発生し、大規模停電と交通遮断の要因となったことから、重要なイ

ンフラ等周辺における林縁管理など、森林管理のあり方が課題となっています。 

本県の森林では、木材価格の低迷や森林所有者の高齢化等により、間伐等の施業が行われな

くなった人工林や、竹林が放置された結果、周辺に拡大してしまった場所など、手入れ不足の

森林が増加しています。 
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また、良質材生産を目的に一時期積極的に造成されたサンブスギ林においては、スギ非赤枯

性溝腐病の蔓延により、罹病木の幹折れなどが生じやすくなっています。 

一方、天然林では、利用されなくなったマテバシイ等が大径木となり、林床植生が衰退して

いることから、急傾斜地では、倒木に伴う崩落の危険性が増加するとともに、一部でナラ枯れ

被害も発生していることから、山腹崩壊の発生や枯損木の倒伏・落枝、景観の悪化が懸念され

ています。 

以上の状況を地域ごとにまとめたものが、図-2 となります。 

このような森林の状況に対処するため、県では「ちばの森林づくり」に向け、令和元年度に

創設された森林環境譲与税等も活用し、次のような取り組みを進めています。 
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図-2  ちばの森林・林業の現状と課題 
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第 3 「ちばの森林づくり」に向けた取組 

1 「ちばの森林づくり」の理念と森林づくりの方向性 

ちばの風土に合った多様な森林を再生し、地域の要請に即した森林を持続的に管理してい

くことを目指し森林づくりの理念と方向性を次のように定めました。 

(1) 「ちばの森林づくり」の理念 

森林を「緑の社会資本」としてとらえ、県民みんなで支える「ちばの森林づくり」を目

指します。このためには、ちばの風土に合った森林を、持続的に管理していくことが必要

です。 

(2) 目指すべき森林と森林づくりの方向性 

【目指すべき森林像】 

「多様な森林から成り立ち、生物多様性を保ち災害や病害虫に強く防災機能や景観的に

も優れている森林」 

 

ア 自然環境からみた目指すべき森林 

表-1 5 つの森林の種類とその管理方法・機能例 

 

本県の自然環境で成

立可能な森林には左の

５つの種類があり、そ

れぞれの地域条件や森

林の利用目的等に合わ

せて、目指すべき森林

を決めていきます。(表

-1) 
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イ 森林機能からみた目指すべき森林 

本県の自然環境で成立可能な５種類の森林について、その主な機能からみた目指すべ

き森林は、大きく 6 つに区分されます（表-2）。 

森林は、幼齢の森林、若齢～老齢の森林、多様な林齢で構成される森林といった森林

の発達の段階により、その機能は異なる場合があります。目指すべき森林を考える場合

には、最終目的としてどのような機能を優先するか決めた上で、管理主体を想定した整

備・管理方針を検討する必要があります。 

表-2 森林機能からみた目指すべき森林 

森林の機能区分 目指す森林 管理主体 
全国森林計画の

森林の機能区分

資源 

循環林 

木材資源や竹等の

林産物を生産する

機能 

循環利用を前提とした

生産目標をもった森林

(人工林、竹林等) 

森林所有者が林業事業

体と連携して行政支援

を受けて整備・管理 

木材等生産機能

水源林 

ダム上流域などに

ある水源地を守る

森林 

保水機能の高い土壌が

発達し、多様な林齢で

構成されている森林

(混交林、複層林等※)

行政と森林所有者が連

携して整備・管理 
水源涵

かん

養機能 

防災林 

海岸地域の災害か

ら地域住民の生命

等を守る森林 

海岸地域に生育可能で

病害虫に強い森林(ク

ロマツ林等) 

行政等が主体的に整備

を行い、行政・森林所

有者・地域住民・民間

団体・企業等が連携し

て管理 

山地災害防止機

能／土壌保全機

能 

快適環境形成機

能 

 

山地災害から地域

住民の生命等を守

る森林 

過密化を避けた森林、

深根性の階層構造が発

達した森林(混交林、複

層林等※) 

文化・ 

教育・ 

歴史林 

地域の文化・歴史

を反映し、里山等

の原風景を形成す

る森林 

社寺林や景観的に優れ

た森林(常緑広葉樹林、

落葉広葉樹林等) 

森林所有者・地域住民・

民間団体・企業等が連

携して整備・管理 

快適環境形成機

能 

文化機能 

森林環境教育等の

ための森林 

アプローチが容易で多

様な森林 

行政・森林所有者・民

間団体が連携して整

備・管理 
保健・レクリエ

ーション機能 
保健 

休養林 

森林レクリエーシ

ョンのための森林

保健休養林の設置目的

による多様な森林 

行政・森林所有者が連

携して整備・管理 

生物多様

性を保全

する森林

多様な生物相を含

み、自然環境を保

全する森林 

様々な森林がモザイク

状にあり、階層構造が

発達した森林 

保全対象により専門家

も加え、保全の推進主

体・森林所有者・関係

団体等が連携して管理

生物多様性保全

機能 

※ 複層林：樹齢、樹高の異なる樹木により複数の樹冠層を持つ森林 

 

ウ 地域性からみた森林像 

アの森林の種類やイの森林機能等を基にして、目指すべき森林や森林づくりの方向性

を決定していくには、地域性にも考慮する必要があります。 

本県の地域性からみた象徴的な森林像を表-3 に示します。 
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表-3 地域性からみた森林像 

 

 

2 「ちばの森林づくり」の実現に向けて 

(1) 持続的な森林管理 

森林づくりの理念と目指すべき森林像を実現するためには、環境的持続性・経済的持続

性・社会的持続性が相互に関連して、森林管理が続けられていくことが必要です（図-3）。 

 

図-3 「ちばの森林づくり」を実現する持続的森林管理 

○ 環境的持続性：ちばらしい自然景観や森林環境を保全・管理することで、水源の確保や

災害の防止、生活環境の維持、生物多様性の確保などを図っていく必要

があります。 
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○ 経済的持続性：林業・木材産業の発展により森林資源を循環利用するとともに、多面的

な森林の利活用を増大させることで、地域の活性化を図っていく必要が

あります。また、これらを支える担い手等の人材育成が大切です。 

○ 社会的持続性：上記の持続性を維持するには、森林環境教育の推進や森林に関する情報

の公開などにより県民と森林の関わりを強め、森林環境譲与税や森林経

営管理制度についての理解も深めていくことが重要です。 

 

(2) 「ちばの森林づくり」の新たな展開方向 

100 年先を見据えた森林づくりに向け、地域のさまざまな関係者が参画して、連携・協

働による持続性が確保された森林管理を進めていく仕組みを構築するため、総合的・長期

的視点に立ち、次のような新たな取組を推進していきます（図-4）。 

ア 統合型森林政策の推進（「伐って、使って、植える」森林資源の循環利用の促進） 

持続的な森林管理が行われていくよう、土地利用・自然環境保全のための政策と林業・

木材産業による資源管理のための政策の総合化により、環境と経済が両立する森林政策

を進めます。 

○ 地域森林管理システムの運用 

○ 地球温暖化防止や生物多様性の保全・公益的機能の発揮等を確保する森林管理の促進 

○ 森林資源の循環利用の促進・森林認証制度の活用 

イ 市町村と連携した“ちばらしい”地域組織の形成 

(市町村と連携した森林整備体制の構築) 

市町村による森林環境譲与税の活用や森林経営管理を支援するために設立された「千

葉県森林経営管理協議会※」を中間支援組織として育成・支援することで、森林組合等

の林業事業体・市町村・県が連携した森林整備を推進します。 

※千葉県森林経営管理協議会：平成 31 年 4 月に施行された「森林経営管理法」と「森林環境税及び森林環境

譲与税に関する法律」を受け、市町村の森林・林業施策の相談やサポートを行う組織として令和 3 年 3 月に

設立しました。市町村を会員とし、県が顧問となり、事務局は千葉県森林組合連合会が担っています。 

 

〇 千葉県森林経営管理協議会による市町村支援体制の強化 

〇 市町村の計画づくりや集約化を支援 

〇 市町村間連携の促進と森林環境譲与税の有効活用の支援 

ウ グリーン・セーフティーネットの構築(災害に強い森林づくりの推進) 

３つの持続性を維持するため、県が行うべき森林管理の最低限のレベルを守るための

基準として、グリーン・セーフティーネットを構築し、災害に強い森林づくりを進めま

す。 

 



- 9 - 

 

○ 公益的機能の高い森林の保全 

○ 道路や電線など重要インフラ等周辺の森林の適正な管理 

○ 適正な林地開発の指導 

○ 森林病害虫の防除と被害森林の再生 

○ 景観や生物多様性の保全 

○ 森林環境教育の推進 

 

 

図-4 森林政策の展開(イメージ) 
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Ⅱ 計画の基本的事項 
本計画においても「ちばの森林づくり」を目指し、環境的持続性、経済的持続性、社会的持

続性が可能となるような森林管理を進めていくこととしています。 

 

第 1 計画区の自然的、社会経済的背景 

1 位置及び面積 

本計画区は、前掲の森林計画区の位置図のとおり、千葉県南部の館山市、木更津市、

勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市及びいすみ市並びに夷隅郡及び

安房郡の9市3町を包括する総土地面積174,014haで、県土面積の33.8％を占めています。 

 

2 地勢 

本計画区の地勢は、西側の東京湾に砂嘴を形成している富津岬、その北側の小櫃川河口部

を除く人工海岸と平野部、富津岬の南側の浦賀水道に沿った自然海岸と低地、この背後にあ

って東西に伸びる房総丘陵、東側の太平洋に面した海侵崖から南西方向に伸びる海岸と低地

に大別されます。房総丘陵の北側には上総丘陵、南側には安房丘陵が広がっています。 

房総丘陵は、房総の屋根と呼ばれる鋸山、鹿野山、

清澄山等の標高 300ｍ級の丘陵が連なり、地表の侵蝕

状況は幼年期後期から壮年期初期の地形をなし、谷は

深く、傾斜も急です。この房総丘陵に源を発して、小

櫃川、小糸川、湊川、夷隅川等の諸河川が起伏する丘

陵地を細分しながら東京湾、太平洋へ注ぎ、河口付近

は低地を形成しています。 

安房丘陵には、本県で最も高い愛宕山(標高 408m)

のほか、標高 200ｍから 300ｍの嶺岡浅間、富山等が

あり、加茂川、平久里川等の河川とその支川によって

開析されています。 

 

 

 

3 地質と土壌 

本計画区の地質は、嶺岡付近に中生層の露出がわずかにみられますが、主体は新生代第 3

紀の地質に属し、地質年代が比較的新しい本県の中では古い時代の地層です。 

特に嶺岡山系を中心とした地域は、過去の激しい地殻変動を受け複雑な地質構造を示し、

東は鴨川市にはじまり、房総南部を横断して、西は鋸南町、富津市に至る広い範囲が地すべ

り地帯となっています。 

図-5 千葉県の地勢 

（出典：「気候変化レポート 2012」を一部改変 東京管区気象台ホームページ） 
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土壌は、丘陵地には砂岩又は泥岩を母材とする褐色森林土壌が、低地には中粗粒の低地土

壌及びグライ土壌が、また、海岸沿いには未熟土壌が分布しています。 

 

4 気候 

本計画区は、房総半島の南部に位置することから、気候は全体として温暖多雨、冬暖夏涼

の海洋性気候を呈していますが、君津及び夷隅地域の内陸部はやや内陸性気候を呈していま

す（表-4）。 

 

表-4 南部地域の気候 

観測地 

気温（℃） 年間 

降水量 

（mm） 

最高 

積雪量 

（cm） 

主風の 

方向 
備考 最高 

（℃） 

最低 

（℃） 

年平均 

（℃） 

館山 
36.6 

1994/8/3 

-6.7 

1985/1/31 
16.2 1846 

10 

1984/2/18 
SW  

木更津 
38.2 

2024/7/29 

-5.4 

2021/1/10 
15.8 1651 - NNW  

勝浦 
34.9 

1924/8/23 

-7.0 

1916/1/6 
16.0 1999 

37 

1945/2/26 
NNE  

鴨川 
37.3 

2024/8/11 

-6.4 

1985/1/31 
16.1 1839 - WNW  

坂畑 
37.4 

2024/7/22 

-9.8 

1985/1/31 
14.2 2047 - SW 君津市 

資料：気象統計情報(気象庁ホームページ) 

 

5 社会経済の概況 

(1) 人口の動態 

本計画区の人口は513千人(令和2年国勢調査)で、対平成27年比率は97％と減少傾向

にあります（表-5）。 

産業別就業人口は、総数では平成27年には253千人でしたが、令和2年には5.5％減

の240千人となっています。特に第１次産業は、平成27年の17千人から21.1％減の14

千人でしたが、林業就業者は、この5年間で23％増と増加しています（表-6）。 

 

表-5 人口の推移 

単位：千人 

資料：令和2年国勢調査 

区分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 

人口 569 559 548 543 530 513 
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表-6 産業別就業人口の推移 

単位：人 

年次 総数 
第 1 次産業 第 2 次 

産業 
第 3 次 
産業 

分類 
不能 計 農業 林業 漁業 

平成 7 年 292,161 32,802 25,969 239 6,594 81,748 176,972 639 

平成 12 年 279,009 27,880 22,029 228 5,623 74,969 174,892 1,268 

平成 17 年 267,811 25,261 20,285 143 4,833 65,322 174,695 2,533 

平成 22 年 256,692 18,554 14,881 187 3,486 60,503 169,644 7,991 

平成 27 年 253,488 17,244 14,054 150 3,040 57,743 171,481 7,020 

令和 2 年 239,536 13,599 11,324 185 2,090 53,602 164,916 7,419 

資料：令和2年国勢調査 

 

(2) 土地利用の推移 

土地利用は、総面積が 174,014 ha であり、そのうち森林は 87,330 ha（50.2％）、農地

は 22,460 ha（12.9％）、その他は 64,224 ha となっています（表-7）。 

これを、平成 30 年度と比較すると、森林が 5,497 ha の減少、農地が 2,155 ha の減少、

その他が 7,574 ha の増加となっており、森林と農地の減少が目立っています。 

 

表-7 土地利用の推移 

単位 面積:ha 

年度 総数 森林 農地 
その他 

総数 うち宅地 

平成 10 年 174,084  94,902  28,220  50,982  13,500  

平成 15 年 174,113  94,385  26,853  52,875  13,148  

平成 20 年 174,118  93,669  25,358  55,091  13,591  

平成 25 年 174,120  93,468  25,076  55,576  14,017  

平成 30 年 174,092  92,827  24,615  56,650  14,290  

令和 5 年 174,014  87,330  22,460  64,224  14,531  

資料 総数・宅地：令和 5年千葉県統計年鑑 

森林：令和 5年森林計画樹立調査 

農地：令和 5年作物統計 
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(3) 産業・経済の概況 

本計画区の産業構造は、東京湾岸に集積された鉄鋼石油、化学等を中心とする重化学産

業、内陸部の農林業、そして東京湾及び太平洋沿岸地域における果樹や露地花き栽培、施

設園芸、また、魚介藻類の栽培漁業を中心とした漁業や観光など非常に多彩であり、令和

3 年の製造品出荷額は、1 兆 8,599 億円、県全体の 15.6％に達しています（表-8）。 

また、東京湾アクアラインをはじめ、東関東自動車道館山線、首都圏中央連絡自動車道

や外房地域の主要都市を結ぶ道路など、広域的な幹線道路ネットワークの整備が進められ

るとともに、かずさアカデミアパ－ク構想による国際的水準の研究開発拠点には企業等の

誘致が進められているほか、温暖な気候、豊かな自然、地域の歴史・文化資源を生かした

特色ある観光地域の形成など産業・経済の発展が期待される地域です。 

このため、今後も森林は新たな土地需要により転用されていくことが見込まれ、加えて

首都圏の建設需要向けの山砂供給地としての役割を果たしていることから、良好な自然・

生活環境の確保と地域開発との調和を図ると同時に、将来にわたって農林業をいかに振興

していくかが課題となっています。 

 

表-8 業種別生産額 

単位 金額：億円 構成比：％ 

地区 農業産出額 
県合計に対する 

構成比 製造品出荷額 
県合計に対する 

構成比 

君津 219 6.0 17,594 14.8 

安房 183 5.0 373 0.3 

夷隅 113 3.1 632 0.5 

合計 515 14.1 18,599 15.6 

資料 農業産出額：令和 4年市町村別農業産出額(推計)  製造品出荷額：工業統計(令和 3年) 

 

第 2 計画区の森林・林業の概況 

1 森林の現況 

本計画区の森林は、内陸部を中心としたスギ・ヒノキの人工林、太平洋側～清澄山以南の

シイ・カシ等の常緑広葉樹林、内陸部～西側・東京湾側に分布するコナラ等の落葉広葉樹林、

及び海岸線のマツ林で構成されています。 

 

2 森林資源 

南部地域森林計画区の森林面積は、87,330 ha、蓄積 16,553 千㎥であり、それぞれ県総森林

面積の 60.3％及び蓄積の 62.3％を占めています。なお、一部、集計方法を変更したため、単純

な比較はできませんが、平成 30 年度と比較すると、面積は 5,497 ha 減少、蓄積は 1,706 千㎥

減少しています（表-9）。 

地域森林計画対象民有林の人工林率は 30.0％で、県平均の 31.6％をやや下回っています。人
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工林の樹種構成は、スギ 81.0 ％、ヒノキ 13.4 ％、マテバシイ 5.1 ％、マツ 0.7 ％、クヌギ

0.6 ％とスギが大部分を占めています。 

所有形態別では、国有林は 8.8％(7,711 ha)で、民有林が 91.2％(79,619 ha）を占めていま

す。民有林の内訳は、私有林が 95.2％、公有林が 4.8％で、私有林が大部分を占めています（表

-10）。 

また、人工林の齢級配置は、8 齢級以下の保育期にある森林は 11.0 ％に過ぎず、収穫・更新

期を迎え、あるいは長伐期・複層林施業の対象となる 9～12 齢級が 26.7 ％、13 齢級以上が

62.3 ％を占めています（図-6）。さらに、天然林の齢級配置は、8 齢級以下の森林は 4.9 ％に

過ぎず、9～16 齢級が 59.5 ％で大部分を占めており、17 齢級以上は 35.6 ％となっています

（図-7）。 

表-9 森林資源の推移  

単位 面積：ha、蓄積：千ｍ3 

年度 
面積 蓄積 

総数 人工林 天然林 その他 総数 人工林 天然林 

平成 5 年度 95,729  40,476  45,997   9,256   9,993  6,292  3,701  

平成 10 年度 94,902  37,244  47,168  10,490  12,665 8,481  4,184  

平成 15 年度 94,385  36,533  46,862  10,990  14,382  9,873  4,509  

平成 20 年度 93,669  36,152  46,255  11,262  16,602  11,875  4,727  

平成 25 年度 93,468  36,169  46,263  11,036  17,690  12,755  4,935  

平成 30 年度 92,827  36,223  45,778  10,826  18,259  13,266  4,994  

令和 5 年度 87,330  28,950  49,725  8,654  16,553  10,754  5,799  

※1 令和 3年度データ作成時に、衛星画像等を基に森林資源情報(樹種・樹高・林齢)の見直しを行い、森林面

積の集計方法を変更したことから、令和 5年度は面積が大幅に減少している 

※2 平成 30 年度までの数値は、地域森林計画対象民有林・地域森林計画対象外民有林・国有林の面積を合計

したもの 

※3 令和 5年度の数値は、地域森林計画対象民有林・国有林の面積を合計したもの 

 

 

表-10 所有形態別森林面積 

単位 面積：ha 

総数 国有林 
民有林 

計 県有林 公有林 私有林 

87,330  7,711  79,619  3,213  580  75,826  

※民有林は地域森林計画対象民有林のみ 
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図-6 人工林の齢級構成（地域森林計画対象民有林） 

 

 

 

図-7 天然林の齢級構成（地域森林計画対象民有林） 

 

 

3 林業事業体の概況 

林家を含めた林業事業体の総数は、5,184事業体(2020年世界農林業センサス)となっ

ています。内訳は、林家が5,134戸（99.0％）、林家以外の事業体は50事業体（1.0％）です。

また、林家の86％が森林の保有面積5ha未満であり、零細なものが大部分を占めていま

す（表-11）。 
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表-11 保有山林規模別林家数 

単位 林家：戸 

区分 総数 1～5ha未満 5～10ha未満 10～50ha未満 50ha以上 

平成12年 6,080 5,259 600 208 13

平成22年 6,017 5,184 561 253 19

平成27年 5,787 - - - - 

令和2年 5,134 4,397 516 214 7

資料：2020 年世界農林業センサス、令和 5 年千葉県森林・林業統計書 

※平成 27年度は市町村別のデータがないため、総数以外は算出不可 

 

4 森林組合 

本計画区を対象とする森林組合は、千葉県森林組合（本計画区内には1支所、2事業所）

があり、組合員数14,401名(全県)で、地域の特色に応じて創意工夫をこらした活動を展

開しています。 

千葉県森林組合には、専従職員及び作業班があり、造林・保育、伐採、病害虫防除等

の利用事業を中心に活動しており、その取扱高は全県で6億円(令和3年7月～令和4年6

月)となっています。 

 

5 林業生産 

素材生産は、長期にわたる木材価格の低迷、林家の林業離れ等により、停滞気味とな

っており、令和5年の素材生産量は68千㎥(全県)となっています。 

特用林産物は、令和5年の総生産額は27億5千万円(全県・概算)で、管内品目別には生

シイタケ378t、夷隅地区を中心とするたけのこ130ｔ等多品目が生産されており、林家

の重要な短期収入源となっています。 

 

6 森林レクリエ－ション 

森林レクリエ－ションの場としては、内浦山県民の森、館山野鳥の森、清和県民の森、大

多喜県民の森、南房総国定公園、県立富山自然公園、県立高宕山自然公園、県立嶺岡山系自

然公園及び県立養老渓谷奥清澄自然公園があり、県民の憩いの場となっています。 

 

7 水源の確保 

本計画区内には、生活用水ダムとして 15 ダム（有効貯水量 464 万㎥）、農業用水用ダムと

して 8 ダム（有効貯水量 1,892 万㎥）、工業用水用ダムとして 2 ダム（有効貯水量 812 万㎥）、

多目的ダムとして 3 ダム（有効貯水量 1,485 万㎥）が建設されています。 

また、本計画区の森林の内 8,120 ha が水源かん養保安林として指定されています。 
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第 3 前計画の実行結果の概要及びその評価 

1 前計画の実行結果の概要 

前計画の実行結果(前計画の計画期間である令和 2 年度～令和 11 年度のうち、前半の令和

2 年度～令和 6 年度の実行結果)を表-12 に示しました。 

 

表-12 前計画の実行結果 

計画事項 区分 計画 実行 実行率 備考 

伐採立木材積 

総数 301 千㎥ 127 千㎥ 42 ％

主伐 75 千㎥ 92 千㎥ 123 ％

間伐 226 千㎥ 35 千㎥ 15 ％

間伐面積 5,331 ㏊ 723 ㏊ 14 ％

人工造林 

天然更新 

総数 545 ha 226 ha 41 ％

人工造林 383 ha 200 ha 52 ％

天然更新 162 ha 26 ha 16 ％

林道開設 

拡張 

開設延長 2.8 km 0.04 km 1 ％

拡張箇所数 25 箇所 4 箇所 16 ％

保安林面積 
指定 65 ha 24 ha 37 ％

解除 － 3 ha －

保安施設事業 実施箇所数 46 箇所 15 箇所 33 ％

2 実行結果の検討 

(1) 伐採立木材積 

主伐については、非赤枯性溝腐病被害森林対策としての伐採や、令和元年房総半島台風

等による被害森林の再生に向けた伐採、開発に伴う伐採が多く、計画量を上回りました。 

間伐については、令和元年房総半島台風等により、間伐計画箇所が風倒被害を受けたこ

とも影響し、計画量を下回ることとなりました。 

 

(2) 人工造林・天然更新別面積 

主伐が計画量を上回りましたが、転用に伴う伐採が多かったことから、人工造林及び天

然更新は、計画を下回りました。 
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(3) 林道開設又は拡張の数量 

開設事業については、開設予定箇所の法面崩落の発生に伴い、復旧事業実施の必要性が生

じたことから、予算及び人手が当該事業に割かれた結果、計画を下回りました。 

拡張事業については、施設の維持管理及び災害復旧を優先して実施したため、進捗が遅

れ計画を下回りました。 

 

(4) 保安林の指定・解除面積 

保安林指定については、①山間部の水源地域に水源かん養保安林、②山地災害の危険の

ある地域に土砂崩壊防備保安林、③森林レクリエーション等の利用が期待される海岸地域

に保健保安林等の配備を計画しましたが、市町村と連携した指定状況見直し調査を優先し

たため進捗が遅れ計画を下回りました。 

 

(5) 保安施設事業（箇所数） 

山地治山事業、保安林整備事業の施行地区数については、令和元年房総半島台風並びに

大雨などによる被災箇所を優先して事業を実施したため、計画を下回りました。 

 
 

3 次期計画への課題 

令和元年房総半島台風等による被害森林の再生を進めるとともに、適切な森林整備や保

安林の指定・保安施設事業の実施等による災害に強い森林づくりを実施していくことが必

要です。 

また、森林・林業を支える担い手の育成・確保を図るとともに、県産木材の活用や森林

の空間利用など、森林資源の循環利用の促進に取り組んでいく必要があります。 

 
 
 

第 4 計画に当たっての基本的な考え方 

1 計画の基本方針 

計画の推進に当たっては、「ちばの森林づくり」の取組を踏まえ、環境的持続性、経済的

持続性、社会的持続性のバランスを考慮しつつ、地域の実情を踏まえた持続的森林管理を進

めていくものとします。 

具体的には、『Ⅰの第3の2の(2)「ちばの森林づくり」の展開方向』に沿って次のように進

めていくものとします。 

(1) 森林づくりの展開方向 

ア 統合的森林政策の推進(「伐って、使って、植える」森林資源の循環利用の促進) 

○地域森林管理システムの運用 

森林計画、森林整備、森林保全の各情報システムに市町村が整備する林地台帳の管
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理機能を加えた森林クラウドを市町村や林業事業体とともに活用し、森林整備が必要

な森林の抽出、森林整備の履歴の管理と施策への反映など、森林情報を高度に利用し

た取組を進めていくものとします。 

また、航空レーザ測量等のリモートセンシングによる高精度な森林資源情報や詳細

な地形情報の整備、ICTの活用による現地調査の省力化、適切な伐採区域の設定などの

効率化を推進します。 
 

○ 地球温暖化防止や生物多様性の保全等の公益的機能の持続的な発揮を確保する森林管

理の促進 

地球温暖化防止のため、二酸化炭素の吸収源として期待されている森林の間伐や人

工林伐採後の適正な更新等により健全な森林の育成を図ります。また、一部人工林で

は広葉樹の導入による針広混交林化を目指し、天然林については、主に自然の力を活

用することにより生物多様性の保全を確保するなど、期待される機能に応じた森林管

理を進めていきます。 

さらに、近年の森林に対する要請を踏まえ、花粉発生源対策に留意した森林管理

や、流域治水とも連携した国土強靱化対策を推進します。 
 

○ 森林資源の総合的な循環利用の促進・森林認証制度の活用 

森林整備により生産が見込まれる間伐材や木質バイオマス等の有効利用、建築物の木

造化、内外装の木質化、新たな技術を用いた木質部材の普及、広葉樹を含む多様な樹種

の活用を図り、森林資源の循環利用が促進されるよう取組を進めます。 

また、持続可能な森林経営や環境への配慮などの適正な管理が行われている森林とし

て県営林では森林認証（SGEC）を平成29年度に取得しています。今後は認証木材の認知

度の向上や認証取得方法の指導を通じて、私有林における森林認証の取得を促進するこ

とで、森林資源の循環利用の一層の普及啓発を図ります。 

 

イ 市町村と連携した“ちばらしい”地域組織の形成 

(市町村と連携した森林整備体制の構築) 

○ 千葉県森林経営管理協議会の市町村支援体制の強化 

森林・林業関係の業務が増加し、林業専門の技術職員がいない市町村に対して、普及指

導事業による継続的な支援に取り組むとともに、さらなる支援体制を強化するために、千葉県

森林経営管理協議会の技術職員の確保・育成や、計画づくり等の取組を強化することで、森

林環境譲与税を活用した森林整備を推進します。 
 

○ 市町村の計画づくりや施業の集約化の支援 

市町村が森林環境譲与税を活用して行う、市町村の森林整備の方針に基づいた、実効性

のある具体的な計画づくりや、施業の集約化のための森林所有者との合意形成に関する作業

を支援します。森林整備の担い手であり森林所有者との繋がりが強い森林組合と連携すること

で、森林整備を着実に推進します。 
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○ 市町村間連携の促進と森林環境譲与税の有効活用の支援 

都市部と森林地域など、森林や森林環境譲与税額等の状況が異なる市町村が相互のメリッ

トを求めて連携する取組や、共通の利害を抱える市町村が連携する取組等を促進し、森林環

境譲与税を効果的に活用することができる仕組みを構築することで、森林整備を推進します。 

 

ウ  グリーン・セーフティーネットの構築(災害に強い森林づくりの推進) 

○ 公益的機能の高い森林の保全と自然災害や病害虫の対策 

特に東日本大震災や松くい虫被害の大きい海岸保安林の復旧を重点的に実施し、保

安林の再生を図ることとしています。このほか、計画的な保安林の指定、治山事業を

実施していきます。 
 

○ 道路や電線など重要インフラ等周辺の森林の適切な管理 

令和元年房総半島台風等において、多くの倒木が発生し、大規模停電と交通遮断の

要因となったことを教訓として、道路や電線などの重要なインフラ等周辺の森林の適

切な管理を推進していきます。 
 

○ 適正な林地開発の指導 

森林法及び平成22年10月から施行された千葉県林地開発行為等の適正化に関する条

例及び千葉県林地開発行為等に関する緑化技術指針により、適正な林地開発や砂利採

取等一時的な転用地の早期の緑化を指導します。 
 

○森林病害虫の防除と被害森林の再生 

森林の有する多面的機能を発揮させるため、海岸保安林における松くい虫防除対策

を徹底するとともに、非赤枯性溝腐病被害跡地における森林の再生や、ナラ枯れ対策

等を推進していきます。 
 

○ 景観や生物多様性の保全 

人工林や竹林の整備、里山活動協定認定への支援等により森林景観の向上を図り、

また、奥地人工林や天然林の適正な管理により生物多様性の保全に努めます。 
 

○ 森林環境教育の推進 

教育の森の利用促進や県有林・海岸保安林の再生への参画など、様々な機会をとら

えて森林への関心を高めていきます。 

 

(2) 整備主体 

森林整備の集約化と低コスト化を図るため、森林組合など林業事業体等が行う森林経営

計画の策定を支援するとともに、森林経営計画策定の中心となる林業技術者の養成など担

い手の確保・育成に取り組む必要があります。 

また、海岸保安林の再生や県民のニーズに応えた私有林における多様な森林機能を確保

していくため、地域の合意のもとに企業や市民活動団体など多様な主体の参画による多彩

な森林整備活動を促進する必要があります。 
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2 森林の整備及び保全の目標設定の考え方 

(1) 森林の整備及び保全の目標設定の考え方（区分方法） 

森林の整備に当たっては、その森林に求められる機能に応じ、①主に資源の再生産や二

酸化炭素を吸収する能力の高い森林を目指し、木材利用を積極的に進めていくために適正

な保育・間伐等を実施する育成単層林（人工林）、②地域の防災機能を担う森林や林地生

産力が低い人工林等については、花粉発生源対策にも留意し、人為と自然の力を適切に組

み合わせた育成複層林（針広混交林）、③現状を保持し、適正に管理していく天然生林、

以上の3区分により求められる機能に応じた整備を進めていくものとします（図-8）。 

 

 

図-8 森林管理・整備の考え方  

森林の多面的機能の発揮

持続的な森林管理の推進

① 育成単層林

森林資源の循環利用

経済的持続性

社会的持続性

環境的持続性

間伐等の適正な実施、

木材利用、再造林

② 育成複層林 ③ 天然生林

長伐期化、混交林化

（広葉樹の導入）
自然の力による管理
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① 育成単層林 

森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一な樹冠層を構成する森林として人為に

より成立させ維持される森林。例えば、植栽によるスギ、ヒノキ等からなる森林。 

 

 

② 育成複層林 

森林を構成する林木を帯状もしくは群状又は単木で伐採し、一定の範囲又は同一空間

において複数の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持される森林。例え

ば、針葉樹を上木として、広葉樹を下木とする森林。 

 

 

 

 

③ 天然生林 

主として自然の力により、更新や生育に人為を加えずに維持される森林。 

 

 

※ 植栽(人工造林)以外のぼう芽更新や天然下種更新などを、「天然更新」といいます。 
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(2) 森林の区分に応じた誘導の考え方 

① 育成単層林 

現況が育成単層林となっている森林のうち、林地生産力が比較的高く、かつ、傾斜が

緩やかな場所に位置するものについては、木材等生産機能の発揮を期待する育成単層林

として確実に維持し、資源の充実を図ります。この場合、短伐期や長伐期など多様な伐

期による伐採と植栽での確実な更新を図ります。特に再生産を目指す育成単層林におい

ては、林業生産活動を活性化するために、林道等路網の生産基盤の整備を始めとし、高

性能林業機械導入の推進、流通・加工体制の整備、労働力の確保等の対策を推進する一

方、非赤枯性溝腐病等の病害虫対策等を徹底し、健全で活力ある森林を維持していく必

要があります。 

また、急傾斜の森林又は林地生産力の低い森林については、育成複層林に誘導しま

す。この場合、水源涵
かん

養等の公益的機能と木材等生産機能の発揮を同時に期待する森林

では、自然条件等に応じ、帯状又は群状の伐採と植栽による確実な更新により、効率的

に育成複層林に誘導します。 

② 育成複層林 

現況が育成複層林となっている森林については、公益的機能の発揮のため引き続き育

成複層林として維持することを基本とします。ただし、希少な生物が生育・生息する森

林など属地的に生物多様性保全機能の発揮が求められる森林においては、必要に応じ

て、天然力の活用により、天然生林への誘導を図ります。 

③ 天然生林 

 現況が天然生林となっている森林のうち、下層植生等の状況から公益的機能発揮の

ために継続的な維持・管理が必要な森林や、針葉樹単層林に介在し、継続的な資源利用

が見込まれる広葉樹等の森林については、更新補助作業等により育成複層林に誘導しま

す。 

その他の森林は、天然生林として維持します。特に原生的な森林生態系や希少な生物

が生育・生息する森林等については、自然の推移に委ねることを基本として、必要に応

じて植生の復元を図ります。 

 

(3) 伐採、造林等の目標設定の考え方 

① 立木竹の伐採 

主伐については、森林の多面的機能の発揮、森林資源の持続的かつ有効利用を推進す

るため、資源の賦存状況及び齢級構成の平準化に配慮しつつ、伐採年齢の多様化及び長

期化を図ります。 

間伐については、健全な森林の育成及び地球温暖化防止に資する二酸化炭素の吸収・

固定などの多様な公益的機能の発揮を図るため、資源の齢級構成、実行率等を勘案して

設定します。 

なお、伐採した立木については、用材・チップ・木質バイオマス等適正に利用し、森
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林資源の循環利用が図られるよう努めます。 

② 造林 

木材資源の循環利用のために不可欠な造林については、伐採跡地の自然条件、地域に

おける社会的経済的条件を考慮の上、伐採跡地への速やかな造林、自然力と人為の組み

合わせによる針広混交林化、育成複層林造成のための適切な造林等の推進を図ります。 

③ 保育及び間伐 

健全な森林を育成して公益的機能の発揮を図るため、育成単層林(人工林)を主体に、

下刈り、つる切り、間伐等を積極的に推進します。また、特にサンブスギ林において

は、非赤枯性溝腐病の予防対策の観点から、適切な枝打ちと適期の間伐を推進します。 

④ 保安施設等 

保安林制度の活用による森林の保全を図るため、水源涵養
かんよう

や防災等の機能の高い森林

を中心に、森林所有者や地域の合意を得ながら指定を促進します。 

また、山地災害危険地区の防災対策や海岸防災林を整備・保全するための治山事業の

計画的な推進を図ります。 

 

3 森林の機能と森林整備の推進方向 

「Ⅰの第 3 の 1 の(2)のイの表－2 森林機能からみた目指すべき森林」のとおり、森林は

様々な機能を複合的に発揮していますが、本計画では、その機能を、全国森林計画の機能区

分により「水源涵
かん

養機能」、「山地災害防止機能／土壌保全機能」、「快適環境形成機能」、「保

健・レクリエーション機能」、「文化機能」、「生物多様性保全機能」、「木材等生産機能」に大

別することとします。 

また、単一樹種による森林施業は、病害虫や気象害を受けた際に大きな被害となる可能性

や、将来の需要が大きく変化した場合に経済的損失が大きくなるおそれがあることから、経

済活動としての森林経営や将来にわたって森林を良好な状態に維持するための危険分散とし

ての多様な森林づくりが求められます。 

今後も木材利用をめぐる著しい情勢の変化が予想されており、林業の持つ長期性という特

性の中で、そのような情勢の変化に柔軟に対応できるよう、これからの森林整備は、地域の

森林資源の構成及び自然条件並びに森林に対する社会的要請を勘案の上、1 に定める計画の

基本方針に従い、望ましい森林資源の姿に誘導するよう努めるものとします。 
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Ⅲ 計画事項 

第 1 計画の対象とする森林の区域 

計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の民有林とします。 

森林計画図は、千葉県農林水産部森林課において縦覧します。 

なお、計画の対象とする森林は、次の(1)～(3)の事項の対象となります。 

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による開発行為の許可 

(2) 森林法第10条の7の2第1項の規定による森林の土地の所有者となった旨の届出 

(3) 森林法第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出 

ただし、(1)については、保安林、保安施設地区の区域内の森林、海岸法第 3 条の規定により

指定された海岸保全区域内の森林を除き、(3)については、保安林及び保安施設地区の区域内の

森林を除きます。 

 

計画の対象とする森林の市町村別面積 

(令和 6年 3 月 31日現在) 単位 面積：ha 

区分 面積 備考 

総数 79,619   

夷
隅
地
区 

計 17,693  

勝浦市 4,124  

いすみ市 6,229  

大多喜町 6,086  

御宿町 1,255  

安
房
地
区 

計 30,273  

館山市 4,519  

鴨川市 11,485  

南房総市 11,779  

鋸南町 2,491  

君
津
地
区 

計 31,652  

木更津市 3,838  

君津市 16,404  

富津市 9,790  

袖ケ浦市 1,621  

（注）各欄には四捨五入した値を表記しており、集計値と計の欄の値が一致しない場合がある。 

  



- 26 - 

 

第 2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な

事項 

(1) 森林の整備及び保全の目標 

森林は、森林の有する多面的機能の発揮を通じて、県民生活の維持・向上に寄与してい

ます。 

各機能の発揮の上から望ましい森林の姿は、次のとおりです。 

森林の有する機能 望ましい森林資源の姿 

水源涵
かん

養機能 

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間

に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要

に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林 

山地災害防止機能／

土壌保全機能 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、

下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に

優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されて

いる森林 

快適環境形成機能 
樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着

能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林 

保健・レクリエーション 

機能 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な

樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であっ

て、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が整備されている森林 

文化機能 

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構

成している森林であって､必要に応じて文化活動に適した施設が整備

されている森林 

生物多様性保全 

機能 

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水

域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林 

木材等生産機能 

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹

木により構成され成長量が高い森林であって､林道等の基盤施設が適

切に整備されている森林 

 

(2) 森林の整備及び保全の基本方針 

森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、全体としては、①育成単

層林での間伐等保育の積極的な推進、②育成複層林化や長伐期施業の推進、③天然生林の

保全及び必要な管理、④保安林制度の適切な運用、⑤治山施設整備、⑥森林病害虫対策の

実施等により森林の整備、保全を推進します。 

また、併存する機能の発揮に配慮しつつ、発揮すべき機能に応じた適正な森林施業の実

施や保全措置により健全な森林を育成していくため、森林を地域の特性、資源の状況、自
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然条件及び生物多様性保全や花粉発生源対策などの森林に対する社会的要請を勘案の上、

それぞれの森林が特に発揮することを期待されている機能に応じて、森林整備及び保全の

基本方針を次のとおり定めるものとします。 

 

森林の有する 

機能 
森林整備及び保全の基本方針 

水源涵
かん

養機能 

洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を

促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐

採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとします。また、

自然条件や県民のニーズ等に応じ、水源地の人工林における針広混交の育成複

層林化など天然力も活用した施業を推進することとします。 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵
かん

養の機能が十全に発揮されるよ

う、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とします。 

山地災害防止機能

／土壌保全機能 

災害に強い県土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、

林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとします。また、自然

条件や県民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとしま

す。 

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の

流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を

推進するとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合に

は、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とします。 

快適環境形成機能 

地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化

のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や

適切な保育・間伐等を推進することとします。 

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に

重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進することとします。 

保健・レクリエーシ

ョン機能 

県民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や県民のニーズ等に応

じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとします。 

また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとしま

す。 

文化機能 

景観の維持･形成に配慮した森林整備を推進することとします。 

また、風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理を推進することと

します。 

生物多様性保全 

機能 

一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件等に適した様々な生育段階

や樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すもの

とします。 

特に、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域

にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求

められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保

全することとします。 

木材等生産機能 

木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森

林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させる

ための適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本として、将来

にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽等による確

実な更新を行うこととします。この場合、施業の集団化や機械化を通じ

た効率的な整備を推進することを基本とします。 



- 28 - 

 

 

(3) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等 

単位 面積:ha 

区分 現況 計画期末 

面 

積 

育 成 単 層 林 23,878 23,872 
育 成 複 層 林 45 944 
天 然 生 林 47,397 47,233 

森林蓄積 (m3/ha) 208 217 
注） 1 現況は、計画樹立時の数値である。 

2 森林蓄積は、立木地における平均蓄積である。 

 

2 その他必要な事項 

特になし 

 

第 3 森林の整備に関する事項 

1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、市町村内の気候、地形、

地質、土壌等森林の自然条件、森林資源の構成、生物多様性保全や花粉発生源対策などの森

林に対する社会的要請、車道等や集落からの距離などの社会的条件、施業制限の有無、地域

の素材生産の動向、野生生物の生息状況等を勘案して、立木竹の伐採に関する事項を定める

ものとします。 

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針 

主伐は、更新を伴う伐採であり、その方法は、皆伐又は択伐によるものとします。 

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して

行うこととし、伐採跡地が連続することのないよう、伐採跡地間には少なくとも周辺森林

の成木の樹高程度の幅を確保することとします。 

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めて伐採

を行うこととします。特に伐採後の更新を天然更新による場合は、天然稚樹の生育状況、

母樹の保存、種子の結実等に配慮することとします。 

なお、集材路の作設等に当たっては、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」

(令和 3 年 3 月 16 日付け 2 林整整第 1157 号林野庁長官通知)に従い、伐採する区域の地形

や地質等を十分に確認した上で配置の計画や施工等を行い、森林の更新及び森林の土地の

保全への影響を極力抑えることとします。 

ア 皆伐 

皆伐は、主伐のうちイの択伐以外のものとし、次のとおり実施することとします。 

(ｱ) 皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を
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踏まえ、大面積での皆伐を避け、適切な伐採区域の形状、１箇所当たりの伐採面積の

規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮しつつ、適確な更新を図ることとします。 

(ｲ) 幼齢林地の保護、落石、風害等の防止及び風致の維持並びに渓流周辺及び尾根筋等の

森林における生物多様性の保全等のため必要のある場合には、所要の保護樹帯を設置

することとします。 

イ 択伐 

択伐は、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であり、

次のとおり実施することとします。 

(ｱ) 単木、帯状又は樹群を単位として伐採区域全体でおおむね均等な割合で行うことと

し、材積にかかる伐採率は 30％以下（伐採後の更新が植栽による場合にあっては 40％

以下）とします。 

(ｲ) 択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造

となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率及び繰り返し期間に

配慮することとします。 

 

(2) 立木の標準伐期齢に関する指針 

立木の標準伐期齢は、地域を通じた標準的な立木の伐採（主伐）時期に関する指標であ

り、また、制限林の伐採規制等に用いられるものです。 

市町村内に生育する主要樹種ごとに、次の表に示す林齢（標準的な自然条件にある森林

の平均成長量が最大となる林齢）を基礎とし、森林の持つ公益的機能、平均伐採齢及び森

林資源の構成を勘案して定めるものとします。 

なお、この指針は、標準伐期齢に達した時点での伐採を義務づけるものではありません。 

また、非赤枯性溝腐病、松くい虫、スギカミキリ等の病害虫の被害森林における被害の

拡大防止や森林の再生のための伐採、気象害の被害森林における森林の再生のための伐採、

道路や電線など重要インフラ等周辺森林の倒木や落枝による被害防止のための伐採につい

ては、標準伐期齢を適用しない旨定めることができるものとします。 

特定苗木などの成長に優れた苗木においては、上記標準伐期齢を適用せず、調達が可能

となった時点で、その特性に応じた標準伐期齢の設定を検討することとします。 

地区 

樹種別の標準伐期齢の基礎となる年齢 

スギ ヒノキ マツ 
その他 

針葉樹 

コナラ 

クヌギ 

その他 

広葉樹 

千葉南部計画区一円 45 年 50 年 40 年 50 年 15 年 20 年 

 

(3) その他必要な事項 

ア 竹林の管理 

竹林は、長年放置すると高密度化し、また、周囲の森林へ侵入して森林の多面的な機

能の低下を招くおそれがあるため、適切な伐採による密度管理と周辺への拡大防止に努

めることとします。 
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イ 森林の生物多様性の保全 

伐採等施業の実施に当たっては、生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣、餌

場、隠れ場として重要な空洞木や枯損木、目的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成

長を妨げないものについては、極力残すように努めることとします。 

ウ しいたけ原木林（コナラ・クヌギ）の伐採 

原木林の胸高直径が 10～16cm となった段階で皆伐し、原木を収穫します。伐採の時期

は、成長休止期とし、伐期齢は 15 年程度とします。伐採位置は、更新のたびに高くなる

ため、初回の伐採位置はできるだけ地面に近く地上 5cm 程度とし、根株の腐朽を防ぐた

めに切り口は多少傾斜をつけ、水切りを良くします。ぼう芽枝は光を必要とするため、

切り株には陽光が十分に当たるようにします。また、林齢が高くなり、根株の直径が大

きくなるほど、ぼう芽する能力が低下するので注意が必要です。 

なお、伐採した原木を使用する場合は、放射性物質の検査を行い、安全性を確認する

必要があります。 

 

2 造林に関する事項 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、市町村内の気候、地形、

地質、土壌等の森林の自然条件、森林資源の構成、生物多様性保全や花粉発生源対策など

の森林に対する社会的要請、車道等や集落からの距離などの社会的条件、施業制限の有無、

地域の木材の利用状況、野生生物の生息状況等を勘案して造林に関する事項を定めるもの

とします。 

(1) 人工造林に関する指針 

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮

の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、

将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うこととします。 

ア 人工造林の対象樹種に関する指針 

人工造林をすべき樹種は適地適木を旨とし、市町村内の立地条件、木材の利用状況及

び森林造成の目的を勘案し、健全な森林の成立が見込まれる樹種を選定することが重要

です。なお、人工造林の対象樹種は、市町村森林整備計画において人工造林を行う際の

樹種の選択の規範として定めることとします。 

また、将来にわたって森林経営を維持しようとする場合には、スギ・ヒノキ・クヌギ

を主体に定めるものとしますが、森林を良好な状態に維持するための危険分散として多

様な森林づくりに配慮しようとする場合で、その他の樹種を造林しようとする場合には、

森林の風倒被害対策の技術資料（案）等を参考に選定することとします。 

また、これ以外の樹種についても必要がある場合には、各市町村において別途指針を

定めるものとします。 

なお、スギやヒノキによる人工造林に当たっては、花粉発生源対策に資する花粉の少

ない苗木(少花粉品種や特定苗木等)を活用するよう努めます。 
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イ 人工造林の標準的な方法に関する指針 

森林の確実な更新を図ることを旨として、次のとおり定めるものとします。 

(ｱ) 育成単層林（人工林）における植栽本数 

植栽本数は、森林の確実な更新を図るため、木材生産あるいは防災など造林の目的

及び造林地の自然条件や樹種特性、既往の植栽本数などを勘案して、主要樹種につい

て次の表を参考に定めることとします。 

なお、多様な森づくりを進める観点及び効率的な施業実施の観点や、コンテナ苗の

活用による伐採・造林の一貫システム、低密度植栽などの低コスト施業及び効率的な

施業実施の観点等から、次表によらない造林計画については、森林の風倒被害対策の

技術資料（案）や林業普及指導員の技術的助言等を参考に確実な更新に配慮して、植

栽本数を決定することとします。 

また、しいたけ原木林においては、皆伐後に他の樹種が優占する場合には、コナラ・

クヌギの苗木を、ぼう芽枝を含めて 3,000 本／ha となるように植栽することとしま

す。 

樹種 仕立て方法 1ha当たり植栽本数 

 密仕立て 4,000 

スギ 中仕立て 3,000 

 疎仕立て 2,000 

 密仕立て 4,000 

ヒノキ 中仕立て 3,000 

 疎仕立て 2,000 

(ｲ) 育成複層林における植栽本数 

択伐後の植栽本数は、伐採材積と伐採前の当該森林の蓄積との比率に応じて、(ｱ)の

植栽本数から決定することとします。 

また、帯状・群状の皆伐後の植栽本数は、伐採面積に(ｱ)の植栽本数を乗じた本数を

植栽することとします。 

なお、(ｱ)の表によらない造林計画については、森林の風倒被害対策の技術資料（案）

や林業普及指導員の技術的助言等を参考に確実な更新に配慮して、植栽本数を決定す

ることとします。 

(ｳ) 人工造林の標準的な方法 

① 地拵えの方法 

植栽や保育作業の支障とならないよう伐採木、枝条等を整理することで、林地の

保全に配慮し、立地条件、労働力、経費等の条件により最も適した方法で整理する

ものとします。 

② 植付け方法 

土壌、気候その他の自然条件、苗木の特性及び既往の植付け方法を勘案して植付

け方法を定めるとともに、適期に植え付けるものとします。 
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ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針 

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を旨として、皆

伐による伐採跡地では、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算し

て 2 年以内に植栽を完了することとします。なお、択伐による伐採跡地では、伐採に

よる森林の公益的機能への影響を考慮し、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度

の初日から起算して 5 年以内とします。 

 

(2) 天然更新に関する指針 

天然更新は、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現況、気候、地形、土壌等

自然条件、林業技術体系等から見て、主として天然力の活用により適確に更新が図られ

る森林において行うこととします。 

ア 天然更新の対象樹種に関する指針 

適地適木を旨として、自然条件、周辺環境等を勘案し、本計画区においては天然更新

樹種を下記のとおり定めます。 

なお、道路や電線に沿った箇所等で、下記によらない場合については、森林の風倒被

害対策の技術資料(案)や林業普及指導員の技術的助言等を参考に天然更新樹種を定める

こととします。 

コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、サクラ類、イイギリ、クリ、コブシ、

シデ類、ハンノキ、ミズキ、クマノミズキ、ホオノキ、カエデ類、ウラジロノキ、マツ

類、シイ・カシ類、ヤブニッケイ、ヒメユズリハ、カクレミノ、アカメガシワ、カラス

ザンショウ、クスノキ、タブノキ、ホルトノキ、カゴノキ、スギ、ヒノキ、モミ、ツガ

等将来高木となり林冠(森林上部の葉群層)を構成しうる樹種 

なお、ぼう芽力は樹種によって著しい差異があることから、ぼう芽更新を行うことが

できる林分はぼう芽力の強い以下の樹種で構成されている林分とします。 

コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、サクラ類、クリ、コブシ、シデ類、ハ

ンノキ、ミズキ、ホオノキ、カエデ類、シイ・カシ類、ヤブニッケイ、カクレミノ、ク

スノキ、タブノキ、ホルトノキ等将来高木となり林冠(森林上部の葉群層)を構成しうる

樹種 

また、ぼう芽更新に適する樹種であっても、大径木や老齢木で構成される森林におい

ては、ぼう芽更新が期待できないことから、天然下種更新のために母樹を残すか、植栽

により適確な更新を行うこととします。伐採に適した時期は樹液の流動が休止している

11 月～3 月の間とします。 

イ 天然更新の標準的な方法に関する指針 

(ｱ) 天然更新の完了基準 

天然更新の完了は、ウで定める天然更新をすべき期間における更新樹種の成立本数

が、期待成立本数に 10 分の 3 を乗じた本数（ただし、樹高がササ、低木等周辺の競合

植生の草丈の 2 倍以上のものに限る。以下、「天然更新すべき立木の本数」という。）

以上あることを確認することとします。この本数に満たない場合には、速やかな更新
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を図るため、天然更新補助作業又は植栽により確実な更新を確保するものとします。 

天然更新をすべき期間内における天然更新対象樹種の期待成立本数は、１ha 当たり

10,000 本を標準とします。ただし、ぼう芽更新地におけるぼう芽枝の期待成立本数は、

１ha 当たり 5,000 本を標準とします。 

(ｲ) 天然更新補助作業 

更新樹種が生育できる空間や光、土壌環境等を確保するための作業として、地表処

理、刈出し等の作業のほか、天然更新の不十分な箇所に行う補助的な植込み等を行う

ものとします。更新天然補助作業等の標準的な方法は以下のとおりです。 

① 天然下種更新 

必要に応じて、地表掻き起し、刈出し、受光伐等を行うこととします。 

② ぼう芽更新 

ぼう芽発生の数年後にぼう芽枝整理（芽かき）を行って成立本数の調整を図るも

のとしますが、1 株に対して残すぼう芽枝の本数は、その林分の利活用の目的を勘案

した単位面積当たりの仕立て本数に配慮の上、定めることとします。 

ウ 伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針 

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復のため、伐採跡地の天然更新をすべき期

間は、伐採が完了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、5 年以内とします。 

 

(3) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針 

植栽により造成された森林、ぼう芽更新に適した樹種や種子を供給する母樹が存在しな

い森林等であって、林床や地表の状況、病虫獣害の発生状況等により、天然更新が期待さ

れない森林については、人工造林による適確な更新を行うこととします。 

なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準等を定めるものとします。 

 

(4) その他必要な事項 

ア 野生鳥獣の被害対策 

既往の野生鳥獣による被害状況等から、造林木等への被害が予想される場合は、「Ⅲの

第 4 の 3 の(1) 鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

に関する方針」及び「Ⅲの第 4 の 4 の(2) 鳥獣害対策の方針」により対策を講じるもの

とします。 

イ しいたけ原木林（コナラ・クヌギ）の更新  

立木密度が2,000本／ha、胸高直径が10～16cmの幹がまっすぐで枝分かれの少ない林を

目指します。 

更新方法は、皆伐によるぼう芽更新とし、皆伐後に他の樹種が優占する場合には、前述

のとおり、コナラ・クヌギの苗木を、ぼう芽枝を含めて3,000本／haとなるように植栽す

ることとします。 
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3 間伐及び保育に関する事項 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、森林に対する社会的要請、

車道等や集落からの距離などの社会的条件、市町村内の森林資源の構成及び間伐・保育の実

施状況を勘案して間伐及び保育に関する事項を定めるものとします。 

(1) 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

間伐の方法は、林分密度、生産目標、樹種の特性、地位などによって異なりますが、森林

の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、次に示す事項及

び表の内容を基礎とし、既往の間伐の方法を勘案して、林木の競合状態に応じた間伐の開

始時期、繰り返し期間、間伐率、間伐木の選定方法その他必要な事項を定めるものとしま

す。 

ア 間伐の時期 

間伐の時期は、樹冠がうっ閉して植栽木個体間に競争が生じ始めた時期以降で、下枝

の枯れ上り状況、林床植生の状態により決定することとします｡ 

イ 間伐木の選定方法 

植栽木個体間の競争の緩和が間伐の目的であることから、間伐木の選定は被圧木及び

形質不良木のみに片寄ることなく、立木の配置がなるべく均等になるように選木するこ

ととします｡ 

なお、花粉発生源対策として雄花着生量の多いものを優先的に選木することに配慮す

ることとします。 

ウ 間伐率 

第2回目以降の間伐率は、材積に係る伐採率が35％以下であり、かつ、伐採が終了した

日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎

密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内で実施することと

します。 
ただし、間伐対象林分の立木本数が著しく多い場合は、2～3年間隔の間伐を繰り返し、

適正本数に誘導するよう間伐率を調整することとします。 

 

樹種 施業体系 
間伐林齢(年) 

初回 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 6 回目 備考 

スギ 

植栽本数 3,000 本/ha        

 生産目標：柱材等 
11～ 

15 

16～ 

20 

26～ 

30 

31～ 

35 
  伐期 45 年 

生産目標：大径材 
11～ 

15 

16～ 

20 

26～ 

30 

41～ 

45 

56～ 

60 

71～ 

75 
伐期 90 年 

ヒノキ 

植栽本数 3,000 本/ha        

 生産目標：柱材等 
11～ 

15 

16～ 

20 

26～ 

30 

36～ 

40 
  伐期 50 年 

生産目標：大径材 
11～ 

15 

16～ 

20 

26～ 

30 

41～ 

45 

56～ 

60 

71～ 

75 
伐期 100 年 
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注） 1 初回間伐は、除伐を兼ねて行う場合である。 

2 上記の間伐林齢は目安とし、実際の林木の競合状態に応じて決定する。 

3 柱材の 4回目の間伐については、優良柱材生産の場合である。 

 

(2) 保育の標準的な方法に関する指針 

森林の立木の生育促進及び健全化を図るため、次の表に示す内容を基礎とし、また、既

往の保育の方法を勘案して、時期、回数、作業方法その他必要な事項を定めるものとしま

す。 

保育種類 樹種 
実施林齢・回数 

備考 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

下刈り スギ 

ヒノキ 

マツ 

② ② ○ ○ ○ △          

 つる切       ○  ○       

除伐       ○     ○    

下刈り 
クヌギ 

コナラ 

○ ○ ○   △          ぼう芽更新し、 

胸 高 直 径 10 ～

16cm で伐採する

シイタケ原木林

の場合 

芽かき    ○   ○         

除伐       ○     ○    

下刈り 
ﾏﾃﾊﾞｼｲ 

○ ○ ○ ○ ○ △          

芽かき   ①    ②         

注) 1 下刈りの②は、必要に応じて 2回実行することを示す。 

2 ○は 1回実行、△は必要に応じて実行することを示す。 

3 マテバシイの芽かきの①では残すぼう芽枝の数を 6～10 本に、②では同じく 3～4本にする。 

ア 下刈り・つる切の方法等 

下刈り及びつる切は、省力化・効率化に留意し、植生の繁茂状況等に応じて適切な時

期や回数及び作業方法により行うこととします。 

イ 除伐の方法等 

除伐に当たっては、目的外樹種であっても、その生育の状況、公益的機能の発揮及び

将来の利用価値を勘案し、有用なものは保存し育成することとします。 

また、スギ・ヒノキの除伐は目的外樹種や形質不良木に加えて、花粉発生源対策とし

て雄花着生量が多いものも除伐対象とすることとします。 

ウ しいたけ原木林（コナラ・クヌギ）のぼう芽枝整理（芽かき） 

発生初期のぼう芽枝は枯死するものが多いため、3～4 年経過して、ぼう芽枝が安定し

優劣がつき始めたころに 3～5 本／株に整理し、その後成長を見ながら 1～3 本／株を標

準に調整することとします。 

なお、幹から出たぼう芽枝は、はく離しやすいため、根のつけねや根から出たぼう芽

枝を残すようにします。 

エ マテバシイ林のぼう芽枝整理（芽かき） 

しいたけ原木生産を目的とするマテバシイ林にあっては、ぼう芽発生初期から強度の
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ぼう芽枝整理を行うと、残したぼう芽枝が孤立し、生育不良や風による折損が発生する

ため、樹冠がうっ閉し始める頃までは 6～10 本/株に、うっ閉後は 3～4 本/株を標準に

調整することとします。 

(3) その他必要な事項 

ア 間伐又は保育が適正に実施されていない森林であって、これらを早急に実施する必要

のあるものについて、積極的に間伐又は保育を推進するものとします。 

なお、森林の状況に応じて、高性能林業機械を活用した伐採や列状間伐等効率的な施

業の実施を図るものとします。 

イ 間伐の遅れにより、形状比（樹高を胸高直径で除した数値）や樹冠の大きさから、間

伐実施後の成長の回復に長期間を要すると認められる人工林については、気象害を受け

る危険性が高いことから、生産目標に達し主伐が可能な場合及び被害木が多くを占める

場合には、適切な更新のための主伐を実施することを検討するものとします。 

ウ 枝打ちは、①優良材質の木材の生産、②林内の光環境の調節（複層林造成のための受

光伐を含む）、③病虫害などからの保護を目的として実施します。 

優良材質の木材として無節の柱材生産を目指す場合は、10.5ｃｍ角の柱では幹の直径

が６ｃｍまで、12ｃｍ角の柱では幹の直径が 7.5cm までに枝打ちを行います。 

また、枝打ちは樹木の成長を抑制することから、1 回の打ち上げ高は 1.5～2.0ｍ程度

とし、樹冠の長さが樹高の 2 分の１を下回らないように実施します。 

特に、サンブスギ林においては、非赤枯性溝腐病の被害予防に効果があることから、

積極的に実施することとします。また、実施時期は、幹の受傷と変色の発生に対して安

全性の高い 10 月～2 月頃に行うこととします。 

エ 周辺から林内に侵入した竹類については、放置すると高密度化し、森林の多面的機能

の低下を招くおそれがあることから、原則として除伐やたけのこの除去により拡大を防

ぐこととします。また、除伐の実施時期は、翌年の発生を抑えることに効果的な 6～8 月

とします。 

 



- 37 - 

 

4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針として公益的機能別施業森林等

に関する事項を定めるものとします。なお、(1)の各公益的機能別施業森林の区域や(2)の木

材の生産機能の維持増進を図る森林施業を推進すべき森林の区域は重複することができるこ

ととしますが、この場合には、公益的機能の発揮に支障が生じないよう施業方法を定めるこ

ととします。 

(1) 公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における施業の方法に関

する指針 

公益的機能別施業森林は、「Ⅲの第２の１の(1)に示す森林の有する機能」のうち「水源

涵
かん

養機能」、「山地災害防止機能／土壌保全機能」、「快適環境形成機能」、「保健・レクリエ

ーション機能」、「文化機能」、及び「生物多様性保全機能」の維持増進を図るための森林施

業を推進すべき森林とします。 

なお、「保健・レクリエーション機能」、「文化機能」及び「生物多様性保全機能」の 3 機

能を併せて｢保健文化機能｣として区分することとします。 

ア 区域の設定の基準 

保安林など法令に基づき森林施業に制限を受ける森林の所在、対象森林に関する自然

条件及び社会的条件、森林の機能の評価区分（「森林の機能別調査実施要領の制定につ

いて」（昭和52年1月18日付け52林野計第532号林野庁長官通知）に基づく評価区分をい

う。）等を参考に、以下のとおり基準を定めることとします。 

(ｱ) 水源涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林(水源涵
かん

養機能維

持増進森林) 

水源かん養保安林や干害防備保安林、ダムの集水区域や主要な河川の上流に位置す

る森林及び地域の用水源として重要なため池、遊水池、渓流等の周辺に存する森林で

あり、水源涵
かん

養機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域としま

す。 

(ｲ) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文

化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

① 土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林 

（山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林） 

土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、落石防止保安林や砂防指定地周辺、山

地災害危険地区等や、地形や地質、土壌等の特性から山腹崩壊等により人命・人家等

施設に被害を及ぼすおそれがある森林であり、土砂の流出・崩壊の防備その他山地災

害の防止を図る必要のある森林の区域とします。 

② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

（快適環境形成機能維持増進森林） 

飛砂防備保安林、潮害防備保安林、防風保安林や県民の日常生活等に密接な関わり
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を持つ里山林等の森林であって、風や霧等の自然的要因の影響及び騒音や粉塵等人為

的要因の影響を緩和し、気温や湿度を調整する等、地域の快適な生活環境の形成に資

する森林の区域とします。 

③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

（保健文化機能維持増進森林） 

保健保安林、風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地

区、都市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に

係る森林、優れた自然景観や植物群落を持つ森林、キャンプ場や森林公園等の施設を

伴う森林及び希少な動植物の生息している森林など、県民の保健・文化・教育的利用

に適した森林の区域とします。 

イ 施業の方法に関する指針 

公益的機能別施業森林において推進されるべき公益的機能別森林施業は、「Ⅲの第２

の１の(2)に定めた森林整備及び保全の基本方針」を踏まえ、市町村森林整備計画におい

て公益的機能別施業森林ごとに定めることとします。 

なお、公益的機能別森林施業の設定に当たっては、自然的社会的経済的諸条件を総合

的に勘案して、森林所有者が受認し得る範囲内で定めなければならないものとします。 

(ｱ) 水源涵
かん

養機能維持増進森林 

洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進し

つつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とします。 

また、健全な水循環を確保するため、未立木地等への植栽、モザイク的な配置に留

意した伐採・更新の確保、一伐採面積の縮小・伐採箇所の分散及び伐採林齢の長期化

を図ることとします。 

さらに、自然条件や県民のニーズ等に応じ、広葉樹の導入等天然力を活用した施業

も推進することとします。 

(ｲ) 土地に関する災害の防止機能及び土壌の保全機能、快適な環境の形成の機能又は保

健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

「災害に強い県土の形成」、「地域の快適な生活環境の保全」、「県民の憩いと学び

の場の提供」の観点から、特にこれらの公益的機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林においては、択伐による複層林施業を行うこと、それ以外の森林につい

ては択伐以外の伐採方法による複層林施業を行うこととします。 

また、適切な伐区の形状、配置等により伐採後の林分において機能の確保ができる場

合は長伐期施業を行うことができるものとし、同施業における皆伐については、林床の

裸地化の縮小及び分散を図る施業を推進することとします。自然条件や県民のニーズ

等に応じ、広葉樹の導入等天然力を活用した施業も推進することとします。 

なお、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に

森林の位置及び構成、地域住民の意向等からみて風致の優れた森林の維持又は造成の

ために特定の樹種の広葉樹を育成することが適切な森林を、特定広葉樹育成施業（用語

解説参照）を推進すべき森林として区分するものとします。 
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(ｳ) 複層林施業の方法に関する指針 

複層林の造成に当たっては、当該森林の林齢が標準伐期齢以上に達した森林の立木に

ついて、主伐を実施し下層木については植栽又は天然更新及び天然更新補助作業による

更新を図ることとします。 

造林樹種については、「Ⅲの第３の２の(1)のア 人工造林の対象樹種に関する指針」

に定める樹種を主体としますが、複層林の下層木は形状比が大きくなり、冠雪害に対す

る抵抗力が小さくなることに注意する必要があります。 

また、複層林の造成後は上層木の成長に伴って林内相対照度が低下し、下層木の成長

が抑制されることから、下層木の健全な成長を確保するため、下層木の１年間の樹高成

長をよく観察して、上層木の間伐（受光伐）を実施することが必要です。なお、間伐に

当たっては、上層木の過伐による公益的機能の低下を防止するため、一定蓄積が常に維

持されるようにすることとします。 

さらに、現況が単層林で将来複層林への誘導を予定している林分については、「Ⅲの

第３の３の(1) 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針」、

「Ⅲの第３の３の(2) 保育の標準的な方法に関する指針」に定める標準的な方法を基

準として適切な保育、間伐を実施することとします。 

(ｴ) 長伐期施業の方法に関する指針 

長伐期施業は、公益的機能をより高度に発揮させるとともに大径木の生産を目標と

し、主伐の時期は概ね標準伐期齢の２倍の林齢以上とします。 

また、林木の成長により林床が暗くなって林床植生が貧弱とならないよう、適切に間

伐を実施することとしますが、過伐による公益的機能の低下を防止するため、一定の蓄

積を維持できるよう成長量相当分を間伐することとします。 

さらに、伐採跡地については早期更新を確保するため、主伐の翌年度から２年以内に

「Ⅲの第３の２の(1)のイ 人工造林の標準的な方法に関する指針」に定める植栽本数

を基準として植栽することとします。 
 

(2) 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の

基準及び当該区域内における施業の方法に関する指針 

ア 区域の設定の基準 

林木の生育が良好な森林で地形、地利等から効率的な森林施業が可能な森林の区域を

「木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域」として設

定することとします。また、この区域のうち、林地生産力や傾斜等の自然条件、林道等

からの距離等の社会条件、森林の一体性を勘案し、特に効率的な森林施業が可能な森林

を「特に効率的な施業が可能な森林の区域」として設定することとします。 

なお、(1)の公益的機能別施業森林と木材の生産機能の維持増進を図るための森林施

業を推進すべき森林の区域は、重複することができますが、この場合は、公益的機能の

発揮に支障が生じないよう、施業方法を定めることとします。 
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イ 施業の方法に関する指針 

木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確

保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための植栽による確実な更新、

適切な保育及び間伐等を推進することを基本とします。 

この場合、森林の公益的機能の発揮に留意しつつ、路網整備、森林施業の集約化・機

械化等を通じた効率的な森林整備を推進することとし、多様な木材需要に応じた持続的・

安定的な木材等の生産が可能となる資源構成となるよう努めることとします。 

また、「特に効率的な施業が可能な森林の区域」のうち人工林においては、原則とし

て植栽による更新を行うこととします。 

(3) その他必要な事項 

該当なし 

 

5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 

林道等路網については、次の表に示す「林道」、「林業専用道」及び「森林作業道」から

なるものとします。 

また、林道等路網の整備については、自然条件や社会的条件が良く、将来にわたり育成

単層林として維持する森林等を主体に森林施業や木材の生産及び流通を効果的かつ効率的

に実施するため、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷

の低減に配慮しつつ推進することとします。 

その際、高性能林業機械開発の進展状況等も考慮しつつ、林道等路網を適切に組み合わ

せた低コストで効率的な作業システムに対応したものとします。 

 

区分 規格・構造 

基
幹
路
網 

林道 

不特定多数の者が利用する道路であり、森林整備や木材生産を進める上での

幹線となる道路。車道幅員3.0～4.0ｍで、10ｔ積程度のセミトレーラーの走行

を想定した道路であり、木材の運搬等林業経営はもとより、地域住民の生活道

路として一般車両の通行にも供される道路。 

林業 

専用道 

幹線となる林道を補完し、主として特定の者が森林施業のために利用する道

路であり、車道幅員3.0ｍで10ｔ積程度のトラックや林業用車両の走行ができる

必要最小限の規格・構造の道路で、専ら集材・運材の用に供され森林作業道の

機能を高め、木材輸送機能を強化・補完する丈夫で簡易な道路。 

森林作業道 

林道及び林業専用道からの支線で、特定の者が森林施業のために利用する道

路であり、主として林業機械(2ｔ積程度の小型トラックを含む)の走行を想定し

た、幅員2.5～3.0ｍの道路で、集材等のためにより高密度に配置することで、

効率的な森林整備の推進を図るための丈夫で簡易な道路。 
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なお、林道の開設量については、森林の有する公益的機能の別に応じて当該公益的機能

の維持増進を図るため、路網の骨格としての機能や森林施業の効率的な実施を確保する観

点から、「Ⅲの第6の4 林道の開設及び拡張に関する計画」のとおり計画します。 

また、基幹路網の安全な通行の確保及び施設の被災防止等を図るため、維持管理に努めると

ともに、必要に応じ改良等を行い、森林整備の推進に資する路網を整備します。 

 

○基幹路網の現状（林道・林業専用道） 

 路線数 延長(km) 

基幹路網 254  492.0  

 うち林業専用道 (0) (0) 

 

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム

の基本的な考え方 

森林の利用形態、地形・地質に応じた高性能林業機械の導入により、特に林産

物の搬出方法等低コストで効率的な作業システムについて、下表を目安とした基

幹路網及び森林作業道を適切に組み合わせた路網整備（既設路網の改良を含む。）

を計画的に推進します。 

また、本計画対象森林内の公道（国、県、市町村道、農道等（幅員3.0ｍ以上の

道路））及び既設林道の延長を計測した結果、上表の基幹路網の路網密度を超えて

いる市町村については、高性能林業機械を使用した効率的な作業システム等に必

要な森林作業道の計画を推進します。 

 

○効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準 

区分 作業システム 
路網密度（m/ha) 

 基幹路網 

緩傾斜地（ 0°～15°） 車両系 110以上 35以上 

中傾斜地（15°～30°） 
車両系 85以上 25以上 

架線系 25以上 25以上 

急傾斜地（30°～35°） 
車両系 60〈50〉以上 20以上 

架線系 20〈15〉以上 20以上 

急 峻 地（35°～    ） 架線系 5以上 5以上 

注1：「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動さ

せて木材を吊り上げて集積するシステム。タワーヤーダ等を活用する。 

2：「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により

林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステム。フォワーダ等を活用する。 

3：「急傾斜地」の< >書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林

における路網密度。 
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(3) 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域(路網整備等推進区

域)の基本的な考え方 

次の３つの条件を満たす区域について、区域の広がりや林道の利用区域を勘案

しつつ、基幹路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域として設定する

ことができることとします。 

① 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林であること 

② 現地の基幹路網の密度が(2)の基幹路網の路網密度の標準を下回っていること 

③ 地形・地質が路網整備に支障がない区域であること 

 

(4) 路網の規格・構造についての基本的な考え方 

路網整備に当たっては、国が示す林道の規格・構造に関する規程、指針等を基本とし、

県が作成した林業専用道作設指針（平成23年3月）や森林作業道作設指針（平成23年3月）

に従い、路網の整備を推進するものとします。 

 

(5) 林産物の搬出方法等 

ア 林産物の搬出方法 

集材路作設等に当たっては、「主伐時における伐採・搬出指針（令和3年3月16日付け2

林整整第1157号林野庁長官通知）に従い、森林の更新及び森林の土地の保全への影響を

極力抑えるものとします。 

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法 

該当なし 

 

(6) その他必要な事項 

該当なし 

 

6 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他

森林施業の合理化に関する事項 

小規模な所有形態の森林の施業を合理化するためには、その所有する森林を林業事業体等

へ委託、あるいは共同化して地域的まとまりを持って計画的に整備を進めていく必要がある

ことから、県、市町村、森林・林業・木材産業関係者の合意形成及び民有林と国有林の緊密

な連携が重要となります。 

また、森林経営の受託等を担う森林組合等林業事業体の育成、林業に従事する者の養成及

び確保、効率的な作業システムの推進、国産材の流通・加工体制の整備等の生産・流通及び

加工における条件整備を次のとおり計画的かつ総合的に推進します。 
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(1) 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大及び森林施業の共同化に関

する方針 

ア 森林施業の共同化に関する地域の合意形成の促進等 

森林所有者が共同で施業を進めていくことが可能な地域にあっては、市町村、森林組

合等による地域協議会の開催、普及啓発活動の強化等を通じて、森林施業を共同で行う

ための森林所有者間の合意形成に努めるものとします。 

イ 地域の発想に基づく森林づくりの促進 

森林施業共同化の促進のため、地域の発想に基づき森林組合等が提案する、市町村の

地域づくりの方針に即した森林づくりを推進することとします。 

また、地域の合意のもとに企業や市民活動団体など多様な主体の森林づくりへの参画

を促進することとします。 

ウ 森林組合等による森林の経営受委託等の促進 

森林所有者が共同で施業を進めていくことが難しい地域等においては、施業の集約化

を図るため、森林組合等林業事業体が森林経営の受委託をして施業を進めていくことと

します。その促進のため、森林クラウド等の ICT 技術を活用し、森林経営の受委託に必

要な森林資源情報を提供することで、面的な集約化を促進します。また、市町村と連携

して、普及啓発活動等による森林所有者への働きかけを行い、意欲ある森林組合等の林

業事業体への委託を促進するものとします。 

さらに、小規模森林所有者及び不在村森林所有者が多い地域等にあっては、市町村や

林業事業体等と連携の上、当該所有者に対する連絡調整や普及啓発活動を強化し、適正

な森林経営の受委託を促進するものとします。この際、間伐等の計画的な森林施業に欠

かせない境界の確認や整備等に必要な地域活動の促進に努めるものとします。 

 

(2) 森林経営管理制度の活用の促進に関する方針 

ア 森林所有者等による森林経営管理 

森林は森林所有者の資産であり、森林経営管理法第 3 条第 1 項においても、森林所有

者の責務として、経営管理を行わなければならない旨定められていることから、森林の

経営管理は、森林所有者が自ら、又は森林所有者が林業事業体等に委託すること等によ

り行うことが基本となります。 

そのため、(1)、(3)のとおり、森林施業の共同化や林業事業体による経営管理の受委

託、多様な担い手の育成に努めます。 

特に、経営管理の受託を進めるためには、森林所有者への意向調査や境界の明確化が

必要となることから、市町村による森林環境譲与税を活用した取組等を積極的に支援す

ることとします。 

また、様々な森林が細かくモザイク状に分布している本県においては、林業経営の適

否等により森林を区分けして管理することが困難な場合が多いため、効率的な経営管理

が可能な区域ごとに、同一の担い手が一括して経営管理を担うよう配慮することとし、
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その際、林業経営が困難な森林については、既存の補助事業等と併せて森林環境譲与税

を適切に活用することで担い手による円滑な経営管理を図ることとします。 

イ 森林経営管理制度の活用 

市町村は、森林経営管理法第 3 条第 2 項において、経営管理の円滑化のため同法に基

づく措置を講ずるよう努める旨定められています。 

このことを踏まえ、アの森林所有者等による森林経営管理を実行することが困難な場

合であって、多様で健全な森林への誘導等による公益的機能の維持増進や森林資源の循

環利用の促進のため、当該森林の経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適

当と認められる場合は、森林経営管理制度の活用を図り、市町村が森林所有者から経営

管理の委託を受け、更に森林の状況等に応じて意欲と能力のある林業経営者に経営管理

を再委託する取組を推進することとします。 

なお、林業経営者への経営管理の再委託に当たっては、アと同様、効率的な経営管理

が可能な区域ごとに、同一の担い手が一括して経営管理を担うよう配慮することとしま

す。 

 

(3) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 

ア 林業事業体の体質強化 

「林業労働力の確保の促進に関する法律」（平成 8 年 5 月 24 日法律第 45 号）に基づ

き、知事が指定する林業労働力確保支援センターを中核として、雇用管理の改善及び事

業の合理化に取り組む林業事業体を認定事業主として認定し、高性能林業機械や ICT を

活用した生産管理手法の導入、森林施業プランナーの育成の支援、コストマネジメント

能力の向上等、経営基盤の強化に向けて効果的な支援措置を実施することとします。 

イ 林業従事者の養成・確保 

林業従事者の養成・確保を図るには、従事者を雇用する林業事業体の経営基盤の強化

と就労環境の改善が重要です。また、新規就業の円滑化を図るため、就労相談会や就労

に必要な基本的な知識・技術の講習会の開催、さらに、技能・技術の習得のための計画

的な研修の実施による林業就業者のキャリア形成を支援することが必要です。 

このため、千葉県林業労働力確保支援センターを中心に次の事項に取り組むこととし

ます。 

① 雇用管理者の選任や就業規則の整備等による雇用管理の改善 

② 雇用に関する文書交付等による雇用関係の明確化 

③ 通年雇用の促進、月給制導入等による雇用の安定化 

④ 通年雇用を通じた賃金水準のアップと社会保険の加入促進、年次有給休暇の取得

促進等の他産業並の労働条件の改善 

⑤ 就労希望者に対する相談 

⑥ 現場技能者の育成 

⑦ 林業事業体の組織強化の推進 

これに併せて、千葉県林業サービスセンターにおいては、高性能林業機械等を用いた
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低コスト作業システム研修による現場作業の効率化や安全衛生教育を通じた労働安全衛

生対策の強化を図るとともに、林業機械のほか各種資格取得の研修等により、林業技術

の向上と新たな林業技術者の養成に努めることとします。 

また、森林組合や林業事業体等が、森林整備等に参入していない地域においては、地

域の実態に応じて、担い手の新規参入の促進に取り組みます。 

ウ 林業後継者等の育成 

林家の後継者や新規就業者が林業への関心を持ち、林業に就業し得る環境を醸成する

とともに、林業研究グループなど若手林業後継者の活動を育成・支援し、林業後継者の

育成を図ることとします。 

エ 多様な担い手の育成 

環境や景観の保全、健康の増進や教育の場としての森林の活用など、県民の多様なニ

ーズに応える森林施業技術を修得した、新たな担い手の育成や参入に努めるものとしま

す。 

特に、施業実施協定や里山活動協定認定を受けて森林整備活動に取り組む団体を支え

る担い手については、森林整備研修や安全技術研修などへの積極的な参加を呼び掛け、

新たな担い手として支援していきます。 

 

(4) 作業システムの高度化に資する高性能林業機械の導入の促進に関する方針 

ア 高性能林業機械の導入促進 

生産性の向上及び労働強度の軽減を図るため、高性能林業機械を利用した機械作業シ

ステムの導入を推進するものとし、作業システムの普及宣伝、林業機械オペレーターの

養成、高性能林業機械の普及に努めるとともに、機械作業に必要な路網等の施設の整備

に努めるものとします。 

イ 機械作業システムの目標 

地形、路網密度等地域の特性に応じた機械作業システムの目標は、次のとおりとしま

す。 

傾斜 作業ｼｽﾃﾑ 路網密度 伐木 造材 集材 運材 

緩傾斜地 
(0～15°) 

車両系 
110ｍ/ha 
以上 

チェンソー プロセッサ グラップル 
/ウインチ 

フォワーダ 
/トラック ハーベスタ 

中傾斜地 
(15～30°) 

車両系 
85ｍ/ha 
以上 

チェンソー プロセッサ グラップル 
/ウインチ 

フォワーダ 
/トラック ハーベスタ 

架線系 
25ｍ/ha 
以上 

チェンソー プロセッサ 
タワーヤーダ 

/スイングヤーダ 
トラック 

急傾斜地 
(30～35°) 

車両系 
60<50>ｍ/ha 

以上 
チェンソー プロセッサ 

グラップル 
/ウインチ 

フォワーダ 
/トラック 

架線系 
20<15>ｍ/ha 

以上 
チェンソー プロセッサ 

タワーヤーダ 
/スイングヤーダ 

トラック 

急峻地 
(35°～) 

架線系 
5ｍ/ha 
以上 

チェンソー プロセッサ タワーヤーダ トラック 

注：急傾斜地の< >書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度 
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(5) 林産物の利用促進及びそのための施設の整備に関する事項 

持続可能な森林資源の循環利用を図るためには、「Ⅲの第 3 の 6 の委託を受けて行う森

林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項」によ

り森林施業の合理化を進めるとともに、生産された木材の流通・加工体制の整備等を行い、

木材の適切な利用促進を図っていく必要があります。そのため、計画的でコストの削減を

目指した「伐って・使って・植える（育てる）」木材生産を促進するとともに、供給者と需

要者との協定等により安定的な受給体制の整備に努めるものとします。 

今後、森林整備により供給される木材の利用を推進するため、木造住宅等への安定した

供給体制の整備、建築物等における木材利用体制の整備、木質バイオマスの有効活用等を

目指します。また、新規用途開発された木質部材や木材製品の普及、広葉樹を含む多様な

樹種の活用等による新たな県産木材の需要拡大に努めます。併せて、東日本大震災による

影響で供給が減少したしいたけ原木の不足を補うため、供給体制の整備を目指すこととし

ます。 

ア 供給者と需要者との協定による木材の安定供給 

木材の需給に関する情報を共有し、安定的な供給・調達に向けた取組を支援するとと

もに、木材価格の透明化を図ることで、伐採跡地の再造林等が可能となる適正な価格形

成を促進します。また、ちばの木認証制度等により合法性等が証明された木材の需給体

制の整備を目指します。 

供給材は、持続可能な森林経営が営まれている森林で、適法な手続きにより生産され

ていることが証明された地域材であることを基本として、製材・乾燥等も含め品質が確

保された材として提供できるよう努めるものとします。また関係事業者等の連携体制の

構築促進に努めるものとします。 

イ 建築物等における木材利用体制の整備 

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する

法律」（平成 22 年法律 36 号）に基づき策定した県方針により、「県産木材利用推進庁内

連絡会議」等を活用して、建築物への地域材の供給等に関する調整、情報提供、設計技

術者への支援等、木材利用体制の整備を図り、建築物における木材利用を推進します。

さらに、備品、消耗品、公共土木工事における木材利用についても併せて推進します。 

また、市町村における建築物等への木材利用を促進するために市町村方針の策定を働

きかけるものとします。 

ウ 低質材の利用拡大 

低質材（病虫被害材、風倒木等）の公共建築物等への積極的な利用を図るため、事例

紹介などにより、低質材の利用拡大に努めるものとします。 

エ 木材の加工、流通施設の合理化 

木材市場その他の木材の卸売業においては、集出荷施設の改善によるコストの低減や

電子機器の導入・活用による適切な在庫管理等に努めるとともに、流通管理を円滑に行

い、経営の合理化に努めるものとします。 
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オ 認証木材の利用推進 

一般社団法人緑の循環認証会議（ＳＧＥＣ）等による認証木材の利用を促進します。また、適

正な生産活動を経て産出された県産木材であることを証明する仕組みである「ちばの木

認証制度」を推進していくこととし、合法木材の明確化と、森林経営計画を策定した森林

などの持続可能な経営を行っている森林から産出された材であることも併せて明確にし、消費

者ニーズに呼応した木材の供給体制の構築に繋げていくこととします。 

さらに、国内市場で最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取り扱う全ての木材が

合法性確認木材となるよう、令和 5 年に改正された合法伐採木材等の流通及び利用の促進に

関する法律(平成 28 年法律第 48 号)に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の実施

及び合法性確認木材等の取扱数量の増加等の取組を着実に進めます。 

カ しいたけ原木の供給体制の整備 

本県のしいたけ原木は、県内のコナラやクヌギを生産者が直接、伐採して利用する原

木と、主に東北地方等からの購入原木が大部分を占めていましたが、東日本大震災が発

生し、原木に放射性物質が付着するなどの影響を受けました。その結果、本県を含む 17

都県の一部地域において、原木の使用が難しくなったため、西日本等の影響の無い地域

からの原木調達を促進することで、原木供給の安定化を図ります。 

また、安定的な特用林産物の生産に向け、迅速な検査及び検査結果の公表に努め、さ

らに出荷制限・自粛の解除に向けた検査や放射性物質低減対策の実施等に取り組みます。 

 

(6) その他必要な事項 

該当なし 

 

第 4 森林の保全に関する事項 

1 森林の土地の保全に関する事項 

(1) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

森林の土地の保全については、Ⅲの第 2 の 1「森林の整備及び保全の目標その他森林整

備及び保全に関する基本的事項」によるほか、林地開発許可制度の厳正な運用に努めるこ

ととします。 

なお、土地の形質変更に当たっては、良好な地域環境の整備を推進する観点に立って、

地域住民等の意見等を収集した上で、森林の適正な保全と利用との調整を図ることとし、

事業者に確実な緑化を実施させることにより、森林の持つ公益的機能の早期回復と維持に

努めることとします。 

また、土石等の切土、盛土その他の土地の形質の変更を行う場合は、地形及び地質等の

自然条件、地域における土地利用及び森林の現況並びに土地の形質変更の目的及び内容を

総合的に勘案し、実施地区の選定を適切に行うこととします。 

さらに、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害発生をもたらし、又は地域における水源の
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確保、環境保全に支障を来たすことのないよう、現地の状況に応じ、法面の緑化、擁壁等

の防災施設及び調節池等の設置、環境の保全等のための森林の適正な配置等、適切な措置

を講ずるものとします。 

なお、太陽光発電設備を設置する場合には、小規模な林地開発でも土砂流出の発生割合

が高いこと、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観へ及ぼす影響が

大きいこと等の特殊性を踏まえ、適切な防災施設の設置、森林の適正な配置など林地開発

許可審査基準に基づき適正に審査を行うこととします。 

加えて、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした宅地造成及び特定盛土等規制法

(昭和 36 年法律第 191 号)をはじめ、関係法令等の遵守を指導することとします。 

 

(2) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその

搬出方法 

該当なし 

 

(3) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 

水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、飛砂防備保安林、防風

保安林、水害防備保安林、潮害防備保安林、干害防備保安林、落石防止保安林とします。 

なお、森林の所在、面積は、「Ⅲの第 7 の 1 保安林その他制限林の施業方法」に示すと

おりです。 

 

(4) その他必要な事項 

林地開発許可等により一時的に転用（砂利採取、残土埋立等）された森林においては、

Ⅰの第 3 の 1 の(2)「目指すべき森林と森林づくりの方向性（表-1・2）」、Ⅲの第 2 の 1 の

(1)の「各機能の発揮の上から望ましい森林の姿」及びⅢの第 3 の 2 「造林に関する事項」

等を踏まえ、「千葉県林地開発行為等に関する緑化技術指針」（平成 30 年 8 月）に従い、事

業者に確実な緑化を実施させることにより、森林の持つ公益的機能の早期回復と維持に努

めることとします。 

 

2 保安施設に関する事項 

(1) 保安林の整備に関する方針 

保安林については、「Ⅲの第 2 の１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保

全に関する基本的な事項」に則し、流域における森林に関する自然条件、社会的条件、社

会的要請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵
かん

養、災害の防備、保健・風致の保存

等の目的を達成するため保安林として指定する必要がある森林について、水源かん養保安

林、土砂崩壊防備保安林等の指定に重点を置いて保安林の配備を計画的に推進するととも

に、必要に応じて指定施業要件を見直し、その保全を確保することとし、保安林として管

理すべき面積（計画期末の保安林面積）を、「Ⅲの第 6 の 5 の(1)のアの保安林として管理

すべき森林の種類別の計画期末面積」のとおり計画するものとします。 
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(2) 保安施設地区の指定に関する方針 

該当なし 

 

(3) 治山事業の実施に関する方針 

県民の安全・安心の確保を図る観点から、豪雨、強風、地震、津波等の災害に強い地域

づくりや水源地域の機能強化を図るため、事前防災・減災の考え方を持って、緊急かつ計

画的な実施を必要とする荒廃地や海岸県有保安林等を対象として、山腹工、渓間工等の治

山施設の整備、海岸県有保安林の整備、植栽や本数調整伐等の保安林の整備を計画的に推

進します。 

この際、土砂災害防備等の機能の十分な発揮を図る観点から、保安林の配備による伐採

等の規制措置と治山事業実施の一体的な運用に努めます。 

特に、台風等に伴う豪雨、強風による土砂崩壊や倒木の被害地では、被害の拡大や土砂

及び倒木の流出のおそれがあるため、現地の状況を十分に把握するとともに、必要に応じ

て治山施設整備を実施します。 

また、海岸県有保安林については、津波に対する減災効果をより高める整備を含め、松

くい虫の被害に対し抵抗性のあるクロマツや広葉樹を植栽することにより津波など自然災

害に強い海岸県有保安林の再生・整備に努めます。 

 

(4) 特定保安林の整備に関する事項 

該当なし 

 

(5) その他必要な事項 

該当なし 

 

3 鳥獣害の防止に関する事項 

(1)鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する

方針 

ア 区域設定の基準 

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成 28 年 10 月 20 日付け 28 林

整研第 180 号林野庁長官通知）に基づき、ニホンジカを主として、区域の対象とする鳥

獣の別に設定することとします。この際、当該鳥獣による森林被害の状況を把握できる

全国共通のデータ及び当該鳥獣の生息に関するデータに基づき、千葉県第二種特定鳥獣

管理計画等を踏まえて、鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林について、林班

を単位として区域を設定します。 

イ 鳥獣害の防止の方法に関する方針 

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、対象とする鳥獣の別に、現地

の状況に応じて、防護柵の設置や忌避剤の散布、食害防止チューブの設置等、当該対象
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鳥獣による被害を防止するために効果を有すると考えられる植栽木の保護措置又は捕獲

による鳥獣害防止対策を、千葉県野生鳥獣対策本部や関係行政機関等と連携し、推進す

ることとします。 

また、その際、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等との連携・調整に努めることとし

ます。 

 

(2) イノシシなどによる農作物等被害対策の方針 

イノシシなどの野生鳥獣による農作物等被害を軽減するため、千葉県鳥獣保護管理事業

計画や千葉県第二種特定鳥獣管理計画及びこれらに基づく野生鳥獣の生息数や被害のモニ

タリング調査等を踏まえて、千葉県野生鳥獣対策本部の取組との連携を図ります。野生鳥

獣の生息環境管理に考慮した被害防止対策としては、農地等との緩衝帯になる林縁部の森

林整備や放置竹林対策などを適切に実施します。 

 

(3) その他必要な事項 

鳥獣害の防止の方法の実施状況の確認に当たっては、各種会議の場等を通じて鳥獣害の

情報を地域で共有するとともに、必要に応じて森林経営計画認定森林所有者等から報告や

現地の状況の分かる写真の提出を求める等、日頃から状況の把握に努めることとします。 

 

4 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護等に関する事項 

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針 

松くい虫、非赤枯性溝腐病、スギカミキリ、ナラ枯れ等の被害の未然防止、早期発見及

び駆除等に努めるものとし、国有林とも連携した取組によって、森林の多面的機能の維持

増進に資することとします。 

特に、海岸保安林の松くい虫の被害については、近年被害量は減少傾向にあるものの、

収束には至っていないことから、館山市平砂浦を中心に重点的な被害対策による海岸保安

林の再生を図ることとし、保安林の保全に努めるものとします。 

ア 松くい虫の被害対策 

(ｱ) 松くい虫の被害対策の方針 

森林病害虫等防除法に基づき、保安林などの公益的機能の高い松林を高度公益機能

森林※１及び被害拡大防止森林※２として指定し、地区防除指針及び樹種転換促進指針を

定め、薬剤散布、樹幹注入及び被害木の伐倒駆除を行い、松くい虫被害の蔓延防止を図

ります。 
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森林病害虫等防除法に基づく高度公益機能松林等の市町村別面積 

区分 
森林の所在地 面積 

(単位:ha) 市町村 区域 

高度 

公益 

機能 

森林 

いすみ市 １－い～ほ、30－へ 22 

御宿町 ２－ち 5 

館山市 ４－と、25－ろ、26－い～ろ、26－に～ち 107 

鴨川市 １－ろ～ほ、124－ぬ 20 

南房総市 

(旧和田町)１－ち、９－に、10－へ、30－ろ～ほ 

(旧千倉町)37－い、37－は 

(旧白浜町)３－い 

(旧丸山町)１－い～ろ 

(旧富山町)１－い 

67 

鋸南町 ３－い、28－ち、30－い、52－い 2 

木更津市 １－い 2 

富津市 １－い～は、２－ろ～に 103 
※1：高度公益機能森林 

保安林及び保安林以外であって土地に起因する災害の防止、水源涵
かん

養又は環境の保全について

高い機能を持つと認められる松林のうち、自然条件や景観保全の上で松以外の樹種では当該機能を

確保することが困難な松林をいう。 

※2：被害拡大防止森林 

被害の状況、松林の分布、地勢等から高度公益機能森林の周辺において、高度公益機能森林と一

体的に対策を講ずべき松林をいう。 
 

(ｲ) 松林区分ごとの被害対策の方針 

① 高度公益機能森林 

高度公益機能森林については、特別伐倒駆除、伐倒駆除、薬剤散布及び樹幹注入の

対策を総合的に実施し、その保全を図るものとします。 

② 被害拡大防止森林 

被害拡大防止森林については、高度公益機能森林と一体的な対策を講ずることと

しますが、特に被害状況、立地条件等を踏まえ、樹種転換を推進して感染源の除去を

図るものとします。 

イ 非赤枯性溝腐病の被害対策 

サンブスギは、木材としての良好な形質等から本県に広く植栽されていますが、非赤

枯性溝腐病の被害を受けており、森林の持つ多面的機能が著しく低下している森林が多

い状況にあります。 

このため、同被害森林については、道路沿い等の緊急性の高い箇所を中心に皆伐によ

る更新を積極的に推進することとし、被害木の伐倒整理、林外搬出、伐採跡地への植栽

のほか、被害材利用のための運搬及び加工まで一貫した施業を実施し、低下している多

面的機能の回復を図るものとします。 

なお、被害が軽微なサンブスギ林においても、枝打ちや間伐等の施業を適切に実施す

ることで、被害の拡大の防止に努めるものとします。 
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ウ スギカミキリによる被害対策 

スギカミキリは、スギやヒノキの材を穿孔し、材価を著しく低下させる害虫です。 

このため、スギカミキリの被害森林について、被害木の伐倒整理、林外搬出、チップ

化等を進めるとともに、被害の状況に応じた防除対策を実施します。 

エ ナラ枯れ被害対策 

ナラ枯れは、カシノナガキクイムシにより媒介された病原菌により、ナラ類、シイ・

カシ類等のブナ科樹木が枯れる病害であり、比較的高齢級で大径化した樹木に被害が多

く見られます。 

ナラ枯れの被害は県内各地で発生していることから、被害の拡大を防ぐため、被害の

監視体制を整え継続的なモニタリングや、被害木の伐倒、破砕・焼却処理、薬剤使用等

による防除を実施するとともに、高齢木や大径木の伐採更新による被害を受けにくい森

林づくりを進めます。 

 

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針（3 に掲げる事項を除く。） 

野生鳥獣による諸被害の防止を図るため、被害の早期発見に努め、被害状況・地形等現

地の状況に応じて、適切な被害防止対策を講ずるものとします。 

また、千葉県鳥獣保護管理事業計画や千葉県第二種特定鳥獣管理計画及びこれらに基づ

く野生鳥獣の生息数や被害のモニタリング調査等を踏まえて、千葉県野生鳥獣対策本部の

取組との連携を図り、人工林の長伐期化、伐採面積の細分化や複層林・混交林化及び林縁・

竹林整備などの方法により、野生鳥獣の生息環境整備を考慮した被害防止対策を適時適切

に実施します。 

 

(3) 林野火災の予防の方針 

林野火災の予防対策として、森林法第 21 条に規定する火入れ及び市町村森林整備計画

に定める火入れを実施する場合の留意事項の適正な運用を図り、林野火災の危険性の高い

市町村を中心として、初期消火用機材の配備を行うほか、普及啓発物品の配布や山火事予

防週間を設けるなど、予防思想の普及啓発を図ります。また、森林の整備に併せて、山火

事の延焼防止に資する林内歩道や防火帯等の整備を推進します。 

 

(4) その他必要な事項 

森林被害の未然防止を図ることを目的に、保安林地域及びその他の森林で森林レクリエ

ーションのための利用者が特に多く、山火事の被害が多発するおそれのある地域等を対象

として、森林の巡視を行います。 
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第 5 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項 

保健機能森林は、森林の持つ保健機能を高度に発揮させるための森林の施業と県民の利用に

供する施設の整備とを一体的に推進することにより、森林の保健機能の増進を図るべき森林で

す。 
市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針とし、自然景観等の森林の立地条

件、森林資源の構成、周辺における森林レクリエーションの動向等を勘案して、森林の保健機

能の増進を図ることが適当と認められる場合について、保健機能森林の整備に関する事項を定

めるものとします。 
 

1 保健機能森林の区域の基準 

保健機能森林は、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森林等保健機

能の高い森林のうち、次の二つの条件をいずれも満たす森林について設定するものとします。 
○ その森林の存する地域の実情及び利用者の意向等から勘案して、自然環境の保全に

も配慮の上、森林の保健機能の増進を図るため、森林保健施設を整備することが適当

である森林。 

○ その森林の施業の担い手が存在するとともに、森林保健施設の整備が行われる見込

みがある森林。 

 

2 その他保健機能森林の整備に関する事項 

(1) 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針 

保健機能森林の施業については、森林の保健機能の一層の増進を図るとともに、計画施

設の設置に伴う森林の有する水源涵
かん

養、県土保全等の公益的機能の低下を補完するため、

自然環境の保全その他の森林の持つ諸機能の保全に配慮しつつ、多様な樹種、林齢からな

る森林に誘導することとします。 

また、林内の快適な利用のため、間伐、除伐等の保育を積極的に行うこととします。 

 

(2) 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針 

施設の整備に当たっては、自然環境の保全、県土の保全及び文化財の保護に配慮しつつ、

地域の実情、利用者の意向等を踏まえて多様な施設の整備を行うこととします。 

また、森林の持つ環境保全機能に著しい支障を及ぼさないようにするとともに、景観維

持のため、森林保健施設、建築物の規模を制限する際の基準となる立木の期待平均樹高（そ

の立木が標準伐期齢に達したときに期待される樹高、なお、既に標準伐期齢に達している

立木にあってはその樹高）を定めるものとします。 

 

(3) その他必要な事項 

該当なし 
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第 6 計画量等 

1 間伐立木材積その他の伐採立木材積 

森林資源の状況、森林整備及び保全の目標等を考慮し、計画期間における主伐及び間伐

による伐採材積を次のとおり設定します。 

単位 材積：千ｍ3 

区分 
総数 主伐 間伐 

総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 

総数 578 554 24 273 249 24 305 305 0 

 
前半 5カ年
の計画量 

289 277 12 113 101 12 176 176 0 

 

2 間伐面積 

単位 面積：ha 

区分 間伐面積 

総数 5,594 

 前半 5 カ年の計画量 3,252 

 

3 人工造林及び天然更新別の造林面積 

単位 面積：ha 

区分 人工造林 天然更新 

総数 1,195 372 

 前半 5 カ年の計画量 564 184 

 

4 林道の開設及び拡張に関する計画 

単位 延長：km 面積：ha 

開設

拡張 
種類 (区分) 

位置 

(市町村) 
路線名 

(延長及び 

箇所数) 

(利用区 

域面積) 

前半 5ヵ年の

計画箇所 

対図

番号 
備考 

開設 自動車道 林道 君津市 加勢線 0.2 116 〇   

〃 〃 〃 〃 東山支線 1.5 26    

〃 〃 〃 〃 高宕支線 2.0 236    

〃 〃 〃 〃 旅名奥畑線 4.0 25    

〃 〃 〃 〃 松節渕ケ沢線 3.2 22    

〃 〃 〃 〃 鹿野山支線 1.5 228    

〃 〃 〃 〃 梨ノ木線 1.1 84    

〃 〃 〃 〃 高宕日笠線 1.1 40    

〃 〃 〃 〃 小仁田線 1.8 54    

〃 〃 〃 〃 浦田線 1.8 54    
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開設

拡張 
種類 (区分) 

位置 

(市町村) 
路線名 

(延長及び 

箇所数) 

(利用区 

域面積) 

前半 5ヵ年の

計画箇所 

対図

番号 
備考 

〃 〃 〃 〃 川谷線 1.0 30    

〃 〃 〃 〃 船ケ作線 1.2 42    

〃 〃 〃 〃 上郷台線 1.2 36    

〃 〃 〃 〃 旧奥畑線 1.0 34    

〃 〃 〃 〃 西日笠線 2.0 75    

〃 〃 〃 〃 苗割線 1.0 33    

〃 〃 〃 〃 三間線 1.8 99    

〃 〃 〃 〃 高宕線 0.8 311   改築 

〃 〃 〃 〃 高宕山線 6.0 180    

   小計 19路線 34.2     

開設 自動車道 林道 富津市 志組線 0.3 463    

〃 〃 〃 〃 神徳高宕山線 3.3 280    

〃 〃 〃 〃 神徳高宕山支線 1.0 280    

〃 〃 〃 〃 保田見線 4.6 276   改築 

〃 〃 〃 〃 鬼泪山支線 1.6 142    

〃 〃 〃 〃 東奥野線 0.8 142    

〃 〃 〃 〃 竹岡線 0.3 73    

〃 〃 〃 〃 志駒線 1.7 152   改築 

〃 〃 〃 〃 小倉線 2.5 76    

〃 〃 〃 〃 宇藤木線 1.8 54    

   小計 10路線 17.9     

開設 自動車道 林業専用道 鴨川市 天津支線 1.0 100    

〃 〃 〃 〃 有ケ谷線 2.4 100    

〃 〃 〃 〃 高山支線 0.9 39    

   小計 3 路線 4.3     

開設 自動車道 林道 南房総市 堀之内線 1.2 79 〇   

〃 〃 〃 〃 嶺岡線 1.1 85   改築 

〃 〃 林業専用道 〃 大峯線 2.4 70    

〃 〃 〃 〃 北下線 0.9 50    

〃 〃 林道 〃 大貫線 1.2 36   改築 

   小計 5 路線 6.8     

開設 自動車道 林業専用道 
勝浦市 

大多喜町 
三又市野郷線 2.6 80    

   小計 1 路線 2.6     

開設 自動車道 林業専用道 いすみ市 長志線 2.5 288    

〃 〃 〃 〃 山田長志線 2.5 170    

   小計 2 路線 5.0     

開設 自動車道 林業専用道 大多喜町 野々塚線 1.1 20 〇   

〃 〃 〃 〃 横台線 1.8 50    

   小計 2 路線 2.9     

開設 計   42路線 73.7     
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単位 延長：km 面積：ha 

開設

拡張 
種類 (区分) 

位置 

(市町村) 
路線名 

(延長及び 

箇所数) 

(利用区 

域面積) 

前半 5ヵ年の

計画箇所 

対図

番号 
備考 

拡張 (改良) 林道 君津市 戸面蔵玉線 (0.1)1 178 〇   

〃 〃 〃 〃 高宕線 (0.5)5 311    

〃 〃 〃 〃 六本木線 (0.1)3 127    

〃 〃 〃 〃 高宕支線 (0.3)2 82    

〃 〃 〃 〃 渕ケ沢線 (0.3)2 153    

〃 〃 〃 〃 渕ケ沢奥米線 (0.2)2 303    

〃 〃 〃 〃 渕ケ沢支線 (0.1)1 101    

〃 〃 〃 〃 片倉三石線 (0.1)3 195    

〃 〃 〃 〃 小仁田線 (0.1)2 62    

〃 〃 〃 〃 小原線 (0.1)1 60    

〃 〃 〃 〃 加勢線 (0.3)3 116    

〃 〃 〃 〃 糸川間野線 (0.1)2 234 〇   

〃 〃 〃 〃 香木原線 (0.1)2 97 〇   

   小計 13路線 (2.4)29     

拡張 (改良) 林道 富津市 志組線 (0.3)3 472    

〃 〃 〃 〃 東奥野線 (0.2)2 142    

〃 〃 〃 〃 市之沢線 (0.1)1 107    

〃 〃 〃 〃 豊岡線 (0.3)3 197    

〃 〃 〃 〃 竹岡線 (0.8)8 73    

〃 〃 〃 
富津市/鴨川市/

君津市 
横尾線 (0.1)1 182    

〃 〃 〃 富津市/鋸南町 金谷元名線 (1.3)3 213    

   小計 7 路線 (3.1)21     

拡張 (改良) 林道 鴨川市/君津市 柚ノ木線 (0.3)3 138 〇   

〃 〃 〃 鴨川市 奥谷線 (0.3)3 360 〇   

〃 〃 〃 〃 浜荻線 (0.8)3 255 〇   

〃 〃 〃 〃 東袋倉線 (0.1)1 129    

〃 〃 〃 〃 天津線 (0.3)3 368 〇   

〃 〃 〃 〃 小倉松森線 (0.3)3 285 〇   

〃 〃 〃 〃 西嶺線 (0.1)1 109    

   小計 7 路線 (2.2)17     

拡張 (改良) 林道 南房総市 畑塩井戸線 (0.1)1 55    

〃 〃 〃 〃 増間線 (0.4)4 175 〇   

〃 〃 〃 〃 大沢線 (0.5)3 220 〇   

〃 〃 〃 〃 山倉線 (0.1)2 150    

〃 〃 〃 〃 奥山仲尾沢線 (0.1)1 139    

〃 〃 〃 〃 嶺岡線 (0.1)1 85    

   小計 6 路線 (1.3)12     

拡張 (改良) 林道 大多喜町 泉水西部田線 (0.1)1 86    

   小計 1 路線 (0.1)1     

(改良)計 34路線 (9.1)80     

拡張 (舗装) 林道 木更津市 鎌倉 2号線 (0.3)1 12    

   小計 1 路線 (0.3)1     

拡張 (舗装) 林道 君津市 小原線 (0.9)4 60    

〃 〃 〃 〃 旅名線 (0.6)3 33    

〃 〃 〃 君津市/鴨川市 柚ノ木線 (3.2)7 138 〇   
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開設

拡張 
種類 (区分) 

位置 

(市町村) 
路線名 

(延長及び 

箇所数) 

(利用区 

域面積) 

前半 5ヵ年の

計画箇所 

対図

番号 
備考 

〃 〃 〃 
君津市/鴨川市/

富津市 
横尾線 (0.4)3 182    

   小計 4 路線 (5.1)17     

拡張 (舗装) 林道 富津市 竹岡線 (0.5)3 73    

〃 〃 〃 富津市/鋸南町 金谷元名線 (1.5)1 213    

   小計 2 路線 (2.0)4     

拡張 (舗装) 林道 鴨川市 浜荻線 (2.0)5 255    

〃 〃 〃 〃 東袋倉線 (0.6)2 129    

〃 〃 〃 〃 西嶺線 (1.5)3 109    

〃 〃 〃 〃 広場線 (0.5)3 67    

〃 〃 〃 〃 高山線 (0.3)3 96    

   小計 5 路線 (4.9)16     

拡張 (舗装) 林道 南房総市 伊予ヶ岳線 (0.6)2 46    

〃 〃 〃 〃 海老敷線 (1.0)1 104    

〃 〃 〃 〃 畑塩井戸線 (1.0)3 55    

〃 〃 〃 〃 増間線 (2.3)5 175    

〃 〃 〃 〃 山倉線 (1.5)2 150    

〃 〃 〃 〃 仲尾沢線 (0.8)1 112    

〃 〃 〃 〃 平倉線 (1.1)3 67    

   小計 7 路線 (8.3)17     

拡張 (舗装) 林道 大多喜町 大勝線 (1.2)1 79    

   小計 1 路線 (1.2)1     

(舗装)計 20路線 (21.8)56     

拡張計 54路線 (30.9)136     

 

5 保安林の整備及び治山事業に関する計画 

(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等 

ア 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積 

単位 面積：ha 

保安林の種類 面積 

 

備考 前半 5 カ年の 

計画面積 

総数（実面積） 10,199 10,013  

水源かん養のための保安林 8,375 8,195  

災害防備のための保安林 1,934 1,928  

保健、風致の保存等のための保安林 2,979 2,979  

※総数欄は、2以上の目的を達成するために指定される保安林があるために水源かん養のための保安林等の 

内訳の合計に一致しないことがある。 
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イ 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び

面積等 

単位面積：ha 

指定 
解除別 

種類 流域 面積 
 指定又は 

解除を必要 
とする理由 

備考 前半 5カ年 
の計画面積 

指定 

水源かん養 
加茂川～養老川 270 144 水源の確保  

計 270 144   

災害防備 

加茂川～養老川 20 17 国土の保全  

利根川～夷隅川 2 1 〃  

計 22 18   

保健風致等 
加茂川～養老川 4 3 保健休養等  

計 4 3   

合計 296 165   

解除 該当なし 

 

ウ 計画期間内において、指定施業要件の整備を相当とする森林の面積 

単位 面積：ha 

種類 

指定施業要件の整備区分 

伐採方法の 
変更面積 

皆伐面積の 
変更面積 

択伐率の 
変更面積 

間伐率の 
変更面積 

植栽の 
変更面積 

水源かん養 － － － － － 

災害防備 － － － － － 

保健風致等 － － － － － 

 

(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等 

該当なし 

 

(3) 実施すべき治山事業の数量 

ア 前期数量 

森林の所在 治山事業 
施行地区数 

主な工種 備考 
市町村 区域 

いすみ市 日在 1 保安林整備  

いすみ市 岬町江場土 1 保安林整備  

いすみ市 岬町和泉 1 保安林整備  

鴨川市 天津 1 山腹工  

鴨川市 東町 1 山腹工  

鴨川市 西町 1 山腹工･渓間工  

鴨川市 来秀 1 山腹工  

鴨川市 上小原 1 山腹工  

鴨川市 古畑 1 山腹工  
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森林の所在 治山事業 
施行地区数 

主な工種 備考 
市町村 区域 

鴨川市 江見西真門 1 保安林整備  

南房総市 富浦町大津 1 山腹工  

南房総市 犬掛 1 山腹工  

南房総市 上滝田 1 山腹工  

南房総市 川谷 1 山腹工  

南房総市 和田町柴 1 保安林整備  

南房総市 和田町上三原 1 保安林整備  

南房総市 白子 1 保安林整備  

鴨川市 川代 1 地すべり防止工  

鴨川市 上小原 1 地すべり防止工  

鴨川市 平塚 1 地すべり防止工  

鴨川市 西 1 地すべり防止工  

南房総市 川上 1 地すべり防止工  

南房総市 荒川 1 地すべり防止工  

南房総市 和田町上三原 1 地すべり防止工  

鋸南町 小保田 1 山腹工  

鋸南町 上佐久間 1 山腹工  

木更津市 真里谷 1 山腹工  

君津市 鹿野山 1 山腹工  

君津市 大戸見 1 山腹工  

君津市 糠田 1 山腹工  

富津市 竹岡 1 山腹工  

富津市 西下洲原 1 防災林造成・保安林整備  

合計  32    

 

イ 後期数量 

森林の所在 治山事業 
施行地区数 

主な工種 備考 
市町村 区域 

いすみ市 日在 1 保安林整備  

いすみ市 岬町江場土 1 保安林整備  

いすみ市 岬町和泉 1 保安林整備  

勝浦市 勝浦 1 山腹工  

勝浦市 興津 1 山腹工  

鴨川市 天津 1 山腹工  

鴨川市 東町 1 山腹工・保安林整備  

鴨川市 西町 1 山腹工・渓間工  

鴨川市 来秀 1 山腹工  

鴨川市 上小原 1 山腹工  

鴨川市 大幡 1 山腹工  

鴨川市 古畑 1 山腹工  

鴨川市 江見西真門 1 保安林整備  

南房総市 和田町花園 1 保安林整備  

南房総市 和田町上三原 1 保安林整備  

南房総市 和田町下三原 1 保安林整備  

南房総市 白子 1 保安林整備  
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森林の所在 治山事業 
施行地区数 

主な工種 備考 
市町村 区域 

館山市 犬石 1 防災林造成・保安林整備  

館山市 坂井 1 防災林造成・保安林整備  

鴨川市 川代 1 地すべり防止工  

鴨川市 上小原 1 地すべり防止工  

鴨川市 宮山 1 地すべり防止工  

鴨川市 平塚 1 地すべり防止工  

鴨川市 畑 1 地すべり防止工  

南房総市 井野 1 地すべり防止工  

南房総市 川上 1 地すべり防止工  

南房総市 和田町上三原 1 地すべり防止工  

南房総市 荒川 1 地すべり防止工  

君津市 折木沢 1 山腹工  

富津市 富津 1 防災林造成・保安林整備  

富津市 岩瀬 1 防災林造成  

富津市 小久保 1 保安林整備  

合計  32   

 

6 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業

の方法及び時期 

該当なし 

 



第7　その他必要な事項

　1 保安林その他制限林の施業方法

（集計表） 単位　面積：ha

面　　積

水 源 か ん 養 保 安 林 8,120 

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 725 

土 砂 崩 壊 防 備 保 安 林 157 

飛 砂 防 備 保 安 林 337 

防 風 保 安 林 95 

水 害 防 備 保 安 林 0 

潮 害 防 備 保 安 林 330 

干 害 防 備 保 安 林 269 

落 石 防 止 保 安 林 1 

魚 つ き 保 安 林 162 

航 行 目 標 保 安 林 4 

保 健 保 安 林 2,809 

風 致 保 安 林 0 

国 定 公 園 第 １ 種 特 別 地 域 86 

国 定 公 園 第 ２ 種 特 別 地 域 1,356 

国 定 公 園 第 ３ 種 特 別 地 域 497 

県立自然公園第１種特別地域 ― 

県立自然公園第２種特別地域 18 

県立自然公園第３種特別地域 689 

都市計画法による風致地区 ― 

都市緑地法による特別緑地保全地区 ― 

鳥獣保護法による特別保護地区 261 

文化財保護法による史跡名勝天然記念物に係る指定地 770 

県自然環境保全条例による特別地区 134 

急 傾 斜 崩 壊 危 険 区 域 79 

砂 防 指 定 地 区 1,677 

種　　　　　　　　　　　　　類
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単位　面積：ha

市 町 村 区　　　　　　域

711.9
御 宿 町 4 0.1

小　　計 　 　 712.0
館 山 市 1,36,50,62, 42.0

2,182.3

(旧天津小湊町)11,13～20,29,34,
38,46～58
(旧富浦町)6,8,12～14,18～20
(旧富山町)8,21
(旧三芳村)4,6～12,18,20 928.2
(旧千倉町)10,15,25,26
(旧丸山町)7,9,14,16,17,20
(旧和田町)4,12,14,16～22,24

小　　計 3,152.5
木 更 津 市 48 26.4

3,735.4

494.0
小　　計 4,255.8

計 8,120.3

種　　類
　　森　　　林　　　の　　　所　　　在

面  積

水源かん養保安林
大 多 喜 町

5,13,16～19,31～37,41,42,71,
80,81,99,100,102,103,117

鴨 川 市

(旧鴨川市)2,3,5,7～11,15,17～19,
29,30,36,37,51,52,58～60,64,69,
82,83,85,87,93

南 房 総 市

君 津 市

15,46,49,54,56,66～71,73～89,120,
122,126,128,131,132,134～137,
141～144,166,169,171,174,176,180,
210～238

富 津 市
30,45,48,51,52,55～62,64,65,67,68,
76,78,79,84～87,130
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　　　　　　　施　　　　　　　業　　　　　　　方　　　　　　　法

立 木 の 伐 採 の 方 法 及 び そ の 限 度 そ　　の　　他

１．伐採方法 １．植栽

(1) 主伐にかかる伐採種は、定めない。 　　伐採をした日を含む伐

(2) 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の 　採年度の翌伐採年度の初

　所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準　 　日から起算して２年以内

　伐期齢以上のものとする。 　にヘクタール当り3,000

(3) 間伐として伐採することができる箇所は、樹冠疎密度 　本以上（ただし、指定施

　が10分の8以上の箇所とする。 　業要件の変更及び平成14

２．伐採の限度 　年度以降に指定した箇所

(1) 伐採の年度ごとに皆伐による伐採をすることができる 　についてはそれぞれに定

　面積の限度は、当該保安林またはその集団について、植 　める本数以上とする。）

　栽の指定樹種又は更新期待樹種の標準伐期齢に相当する 　を均等に分布するように

　数で除して得た面積に、前伐採年度における伐採につい 　植栽する。

　て、森林法第34条第1項の許可をした面積が当該前伐採 　　樹種は、スギ、ヒノキ、

　年度の総年伐採面積に達していない場合には、その達す 　マツから選び（ただし、

　るまでの部分の面積を加えて得た面積とする。 　指定施業要件の変更及び

(2) 伐採の年度ごとに間伐による伐採をすることができる 　平成14年度以降に指定し

　立木の伐採の限度は、当該伐採年度の初日における森林 　た箇所については、それ

　の立木材積の10分の2を超えず(ただし指定施業要件の変   ぞれ定める樹種から選ぶ

  更及び平成14年度以降に指定した箇所については、立木   ものとする。）、満１年

　材積の10分の3.5を超えないものとする。）、かつ、 　生以上の苗木とする。

　その伐採によりその森林にかかる樹冠疎密度が10分の8 ２．その他

　を下ったとしても、当該伐採年度の翌伐採年度の初日 　　家畜の放牧または落葉

　から起算しておおむね５年後において、その森林の当該 　下草、土石の採取は原則

　樹冠疎密度が10分の8までに回復することが確実である 　として禁止する。

　と認められる範囲内の材積とする。

(3) なお、指定施業要件の変更及び平成14年度以降に指定

　した箇所について択伐する場合の伐採年度ごとに伐採す

　ることができる立木の材積の限度は、次のとおりとする。

  ア　植栽の指定がある場合

　　　当該伐採年度初日におけるその森林の立木の材積に

　　択伐率（当該伐採年度の初日における当該森林の立木

　　の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木

　　の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日におけ

　　る当該森林の立木の材積で除して得た率又は次の算式

　　により算出された率のいずれか小さい率をいい、その

　　割合が、10分の4を超えるときは、10分の4とする。）

　　を乗じた材積とする。

　　　(Ｖo - Ｖs × 7 / 10）× 1 / Ｖo

   Ｖo：当該伐採年度の初日における当該森林の立木材積

　 Ｖs：当該森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達

　　　　しているものとして算出される当該単層林の立木

　　　　の材積

　イ　植栽の指定がない場合

　　　当該伐採年度初日におけるその森林の立木の材積に

　　択伐率（当該伐採年度の初日における当該森林の立木

　　の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木

　　の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日におけ

　　る当該森林の立木の材積で除して得た割合をいい、そ

　　の割合が、10分の3を超えるときは、10分の3とする。)

　　を乗じた材積とする。
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単位　面積：ha

市 町 村 区　　　　　　域

勝 浦 市 0.2
(旧夷隅町）33
(旧大原町)9,43 2.1

大 多 喜 町 29.1

小　　計 31.4
館 山 市 1,2,43,45～47,49 3.8

148.9

(旧天津小湊町)5,6,31,32,35,36,37
(旧富浦町)6,12,16,18
(旧富山町)3,15～21,30,32,39
(旧三芳村)5,8,13,14,18,21
(旧千倉町)13,19,21～23,33 148.8

(旧和田町)4,6,8,10,13,15～18,20～26
鋸 南 町 6,8,17～19,26,27,36,41,48,49 10.2

小　　計 311.7
47,52,54,55,59,60,63～66,69,70,74 39.2

256.4

 
86.1

袖 ケ 浦 市 20,22 0.3
小　　計 382.0

　 計 725.1

15,16,32～34,45,47,52,54,55,58～
60,76,77,85,88,90,92,100,105

鴨 川 市

(旧鴨川市)14,15,35,43,48～50,53
～,58,60～65,67～69,73,79,80,82,
83,85～88,90～92,95～97,99～103,
105,117,119,120

南 房 総 市

(旧丸山町)6～8,13,15,16,18,20～22,
24

種　　類
　　森　　　林　　　の　　　所　　　在

面  積

土 砂 流 出 防 備
保 安 林

い す み 市

木 更 津 市

君 津 市

8～10,14,19,20,27～31,33,37～42,
44～49,51,53～55,57～59,62,65,66,
70,91～95,97,100,101,106,108～111,
113,115,116,126,131,132,135,136,
141,142,145～147,150,151,153,155,
157,158,160,163,165,169,182,183,
190,192,194～198,202,209

富 津 市

11,21,22,24,25,27,29～39,57～59,
61,65,67～70,77,81,82,91,105,106,
108,109,114～116,125～127,134
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　　　　　　　施　　　　　　　業　　　　　　　方　　　　　　　法

立 木 の 伐 採 の 方 法 及 び そ の 限 度 そ　　の　　他

１．伐採方法 １．植栽

(1) 主伐は択伐による。 　　伐採をした日を含む伐

(2) 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の 　採年度の翌伐採年度の初

　所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準 　日から起算して２年以内

　伐期齢以上のものとする。 　にヘクタール当り3,000

(3) 間伐として伐採することができる箇所は、樹冠疎密度 　本以上（ただし、指定施

　が10分の8以上の箇所とする。 　業要件の変更及び平成14

２．伐採の限度 　年度以降に指定した箇所

(1) 伐採の年度ごとに択伐による伐採をすることができる 　についてはそれぞれに定

　立木の材積の限度は、次のとおりとする。 　める本数以上とする。）

  ア　植栽の指定がある場合 　を均等に分布するように

　　　当該伐採年度初日におけるその森林の立木の材積に 　植栽する。

　　択伐率（当該伐採年度の初日における当該森林の立木 　　樹種は、スギ、ヒノキ、

　　の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木 　マツから選び（ただし、

　　の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日におけ 　指定施業要件の変更及び

　　る当該森林の立木の材積で除して得た率又は次の算式 　平成14年度以降に指定し

　　により算出された率のいずれか小さい率をいい、その 　た箇所については、それ

　　割合が、10分の4を超えるときは、10分の4とする。）   ぞれ定める樹種から選ぶ

　　を乗じた材積とする。   ものとする。）、満１年

　　　(Ｖo - Ｖs × 7 / 10）× 1 / Ｖo 　生以上の苗木とする。

   Ｖo：当該伐採年度の初日における当該森林の立木材積 ２．その他

　 Ｖs：当該森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達 　　家畜の放牧または落葉

　　　　しているものとして算出される当該単層林の立木 　下草、土石の採取は原則

　　　　の材積 　として禁止する。

　イ　植栽の指定がない場合

　　　当該伐採年度初日におけるその森林の立木の材積に

　　択伐率（当該伐採年度の初日における当該森林の立木

　　の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木

　　の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日におけ

　　る当該森林の立木の材積で除して得た割合をいい、そ

　　の割合が、10分の3を超えるときは、10分の3とする。)

　　を乗じた材積とする。

(2) 伐採の年度ごとに間伐による伐採をすることができる

　立木の伐採の限度は、当該伐採年度の初日における森林

　の立木材積の10分の2を超えず(ただし指定施業要件の変

  更及び平成14年度以降に指定した箇所については、立木

　材積の10分の3.5を超えないものとする。）、かつ、

　その伐採によりその森林にかかる樹冠疎密度が10分の8

　を下ったとしても、当該伐採年度の翌伐採年度の初日

　から起算しておおむね５年後において、その森林の当該

　樹冠疎密度が10分の8までに回復することが確実である

　と認められる範囲内の材積とする。
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単位　面積：ha

市 町 村 区　　　　　　域

10,19,21,23,25,31,36～40,45,52,54,55

(旧夷隅町)6,8,14,15,17,19,29,30
(旧大原町)4,6,7～9,25,32～34,37,40,
43,47,55～57,59,60
(旧岬町)6,12,18,19,21,24,26
3,16,21,22,24,53,54,86,108,
117～120

御 宿 町 5,9,10,13,14,19 2.1
小　　計 57.1

館 山 市 3,24,73,77 4.4
(旧鴨川市)31,35,43,48,57,59,61,63,
64,69,73,95,97,105,109,120 16.7
(旧天津小湊町)4,26,31,32,34,36,39
(旧富浦町)4,5,8,23
(旧富山町)13,14,17

南 房 総 市 (旧三芳村)1,3,4,18,22,25,26 15.1
(旧白浜町)13
(旧丸山町)3,5,22,26,27
(旧和田町)13,24,25

鋸 南 町 14,25,37,38,52 6.5
小　　計 42.7

木 更 津 市 7,43,46,56,58,61,66,69,72 5.4

8,10～13,16～18,24～26,31,32,38,
58,65,66,70,73,86,88,102,107,116,118,
119,121,123～125,132,134～137,143

袖 ケ 浦 市 2,19 1.4
小　　計 56.8

計 156.6
飛 砂 防 備 保 安 林 (旧大原町)1

(旧岬町)30 19.4
御 宿 町 2 6.6

小　　計 26.0
館 山 市 25,26 115.8
鴨 川 市 (旧鴨川市)1,124 11.8

(旧富山町)1
(旧白浜町)1,3

南 房 総 市 (旧千倉町)37 68.8
(旧丸山町)1
(旧和田町)1,9,10,30

小　　計 196.4
木 更 津 市 1 5.0
富 津 市 1,2 109.8

小　　計 114.8
計 337.2

種　　類
　　森　　　林　　　の　　　所　　　在

面  積

土 砂 崩 壊 防 備
保 安 林

勝 浦 市 12.3

君 津 市

1,10,14,20,21,24,29,50,51,56,65,
77,78,86,101,102,115,136,137,140,
,146148,157,175,176,181,182,187,
193,197～200,202

30.1

富 津 市 19.9

い す み 市 20.4

大 多 喜 町 22.3

鴨 川 市

い す み 市
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　　　　　　　施　　　　　　　業　　　　　　　方　　　　　　　法

立 木 の 伐 採 の 方 法 及 び そ の 限 度 そ　　の　　他

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。
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単位　面積：ha

市 町 村 区　　　　　　域

防 風 保 安 林 勝 浦 市 23 7.9
い す み 市 (旧岬町)26 0.2
御 宿 町 4 4.3

小　　計 12.4
館 山 市 4,19,26 10.6
鴨 川 市 1 8.0

(旧富浦町)4
(旧富山町)1

南 房 総 市 (旧千倉町)37 25.0
(旧丸山町)1
(旧和田町)30

鋸 南 町 28～30 1.5
小　　計 45.1

富 津 市 1～3,18～21 29.2
袖 ケ 浦 市 5 8.0

小　　計 37.2
計 94.7

水 害 防 備 保 安 林 富 津 市 3 0.2
計 0.2

潮 害 防 備 保 安 林 (旧大原町)1
(旧岬町)30

小　　計 21.0
館 山 市 25,26 119.2
鴨 川 市 1,96,124 8.1

(旧白浜町)1,3
(旧千倉町)37
(旧丸山町)1
(旧和田町)1,9,10,30

鋸 南 町 3 1.5
小　　計 195.3

木 更 津 市 1 5.0
富 津 市 1,2 108.3

小　　計 113.3
計  329.6

干 害 防 備 保 安 林 大 多 喜 町 102 4.5
小　　計 4.5

鴨 川 市 (旧鴨川市)21,22,25,26,81 154.2
(旧千倉町)29～31
(旧和田町)16,25 43.7

小　　計 197.9
君 津 市 136,143 2.2
富 津 市 36,37,62,66,78,86～89,107 64.8

小　　計 67.0
計 269.4

落 石 防 止 鴨 川 市 103 1.0
保 安 林 計 1.0

い す み 市 21.0

南 房 総 市 66.5

南 房 総 市

種　　類
　　森　　　林　　　の　　　所　　　在

面  積
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　　　　　　　施　　　　　　　業　　　　　　　方　　　　　　　法

立 木 の 伐 採 の 方 法 及 び そ の 限 度 そ　　の　　他

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。
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単位　面積：ha

市 町 村 区　　　　　　域

魚 つ き 保 安 林 勝 浦 市 20,23,38,40,43,52,54,55 30.8
い す み 市 (旧大原町)54,56～58,60 12.5
御 宿 町 1,2,14 24.2

小　　計 67.5
館 山 市 3 4.2

(旧鴨川市)96,114,
(旧天津小湊町)1,26,36

鋸 南 町 28,52 23.4
小　　計 55.9

富 津 市 12,19,21,135～139 38.2
小　　計 38.2

計 161.6
航 行 目 標 保 安 林 勝 浦 市 40 0.0

御 宿 町 4 1.6
小　　計 1.6

君 津 市 1 2.1
小　　計 2.1

計  3.7
保 健 保 安 林 大 多 喜 町 16 68.6

御 宿 町 2,4 8.8
小　　計 77.4

館 山 市 3,25,26,36 138.8
(旧鴨川市)1,21,22,25,26
(旧天津小湊町)10,11,13～16
(旧千倉町)29～31

南 房 総 市 (旧丸山町)1 37.5
(旧和田町)1,9,10,30

鋸 南 町 3 1.3
小　　計 572.5

74～76,78～85,87,88,128,131,132,
135～137,141

袖 ケ 浦 市 5,22 11.3
小　　計 2,159.2

計 2,809.1
風 致 保 安 林 館 山 市 4 0.1

南 房 総 市 4 0.0
計 0.1

鴨 川 市 394.9

君 津 市 1,742.4

富 津 市
1,2,11,12,51,52,55,56,61,65,67,76,78
,79

405.5

種　　類
　　森　　　林　　　の　　　所　　　在

面  積

鴨 川 市 28.3
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　　　　　　　施　　　　　　　業　　　　　　　方　　　　　　　法

立 木 の 伐 採 の 方 法 及 び そ の 限 度 そ　　の　　他

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。

土砂流出防備保安林に同じ。 土砂流出防備保安林に同じ。
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旧市町村 林　班

勝　浦　市 勝浦市 23,40 8.9

小　計 8.9

鴨川市 114
天津小湊町 58,59

南 房 総 市 和田町 18 0.1

鋸　南　町 鋸南町 1,2 38.1

小　計 45.9

富　津　市 富津市 1,143,150 31.0

小　計 31.0

計 85.9

勝　浦　市 勝浦市
20,23,34,36～38
40,43,52,54～56

259.0

大原町 1,54,56～58,60

岬町 1,2

御　宿　町 御宿町 1～4,14 111.3

小　計 484.6

館　山　市 館山市
3,7,15,16,18,20,
23～26,36

338.3

鴨川市 1,96,114,124

天津小湊町 1,3,4,25,26,36

富浦町 1,3,23,24

富山町 1,41

白浜町 3

千倉町 37

丸山町 1

和田町 1,9,10,30

鋸　南　町 鋸南町 1,2,3,28,30,52 55.7

小　計 691.6

君　津　市 君津市 151 0.0

富　津　市 富津市
1,2,11,18,19,
21,135～137,139,
149～151

180.2

小　計 180.2

計 1,356.4

大原町 1

岬町 30

小　計 22.9

鴨　川　市 天津小湊町 39,40,58 118.8

小　計 118.8

君　津　市 君津市 56,57,65 285.2

富　津　市 富津市 11,12,15,16,19,20 70.3

小　計 355.5

計 497.2

国
定
公
園
第
3
種
特
別
地
域

いすみ市 22.9

国
定
公
園
第
2
種
特
別
地
域

　森林の全般的な風致の維持を考慮して施
業を実施し，特に施業の制限はしないもの
とする。

国
定
公
園
第
1
種
特
別
地
域

１　森林の施業は，禁伐とする。
　　ただし，風致維持に支障のない場合に限り
　　単木択伐を行うことができる。
２  単木択伐法は，次の規定により行う。
 (1)　伐期齢は，標準伐期齢に見合う年齢に10
　　年以上加えて決定する。
 (2)　択伐率は，現在蓄積量の10％以内とす
　　る。

伐採には
知事の許
可が必要

鴨　川　市 7.7

1　伐採方法
 (1)  森林の施業は択伐法によるものとする。
　　ただし，風致に支障がない限り皆伐法によ
　　ることができる。
 (2)  国定公園計画に基づく車道，集団施設地
　　区及び単独施設の周辺（造林地，要改良林
　　分，薪炭林を除く。）は原則として単木択伐法
　　によるものとする。
 (3)  主伐として伐採できる立木は，当該立木の
　　所在する市町村に係る市町村森林整備計画
　　で定める標準伐期齢以上のものとする。
２  伐採の限度
 (1)  択伐率は用材林において現在蓄積の30%
　　以内とし，薪炭林においては60%以内とする。
 (2)  伐採及び更新に際し風致上特に必要と認
　　める場合，知事は，伐区，樹種，林型の変更
　　を要望することができる。
 (3)  特に指定した風致樹については，保育及び
　　保護に努めること。
 (4) 　皆伐法による場合はその伐区を次のとおり
　　とする。
   ア  １伐区の面積は２ha以内とする。ただし、
　　　疎密度３より多く保存木を残す場合または
　　　車道，歩道，集団施設地区，単独施設等の
　　　主要公園利用地点から望見されない場合
　　　は，伐区面積を増大することができる。
   イ  伐区は更新後５年以上経過しなければ連
　　　続して設定することはできない。
　　　この場合においても伐区は努めて分散させ
　　　なければならない。

伐採には
知事の許
可が必要

い す み 市 114.4

伐採には
知事の許
可が必要

単位　面積:ha

鴨　川　市 184.5

南 房 総 市 113.1

種 類
森　林　の　所　在

面 積
施　　　業　　　方　　　法

市 町 村
区　　域（林班）

立木の伐採方法及びその限度 その他
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旧市町村 林　班

単位　面積:ha

種 類
森　林　の　所　在

面 積
施　　　業　　　方　　　法

市 町 村
区　　域（林班）

立木の伐採方法及びその限度 その他

南 房 総 市 富山町 35,36 17.8

計 17.8

南 房 総 市 富山町 3,5～8,12,31～36 393.3

小　計 393.3

君　津　市 君津市 16,67,73～76 272.8

富　津　市 富津市 23,27,51 23.1

小　計 295.8

計 689.1

館　山　市 館山市 36 10.4

鴨　川　市 天津小湊町 49 29.0

南 房 総 市 丸山町 14,16 80.1

小　計 119.4

君　津　市 君津市 237 75.1

富　津　市 富津市 1 66.9

小　計 142.0

計 261.5

館　山　市 館山市 71 4.0

南 房 総 市 富浦町 3 0.2

小　計 4.2

君　津　市 君津市 66～69,73～77 669.8

富　津　市 富津市 51,53～58,122 96.2

小　計 766.1

計 770.3

南 房 総 市 千倉町 4,5,7,10,14 22.6

小　計 22.6

木 更 津 市 木更津市 43,46,59 8.9

君　津　市 君津市 79,81 102.1

小　計 111.0

計 133.6

鳥
獣
保
護
法
に
よ
る

特
別
保
護
地
区

1　伐採方法
　　伐採の方法を制限しなければ鳥獣の生息，繁殖または
　安全に支障があると認められる森林は，択伐による。
　　その他の森林にあっては，伐採種は定めないものとす
　る。
　　なお，保護施設を設けた樹木及び鳥獣の保護繁殖上
　必要があると認められる特定の樹木は禁伐とする。
2　伐採の限度
　　当計画の初年度以降5年間に皆伐できる面積の限度
　は，当該特別保護地区内の皆伐区域面積を標準伐期齢
　に相当する数で除して得た面積の５倍とする。

文

化

財

保

護

法

に

よ

る

史

跡

名

勝

天

然

記

念

物

に

係

る

指

定

地

｢文化財保護法｣第８１条の規定による。

県
自
然
環
境
保
全
条
例
に
よ
る
特
別
地
区

【高塚山自然環境保全地域】主伐は単木択伐による。主伐がで
きる立木は，標準伐期齢以上のものとする。伐採年度ごとの主
伐の限度は，現在蓄積の10％以内とする。
【崖地植生自然環境保全地域】主伐は択伐（択伐率現在蓄積の
30％以内）による。ただし、森林の群落構成を変える等自然環
境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐
（１伐区の面積は2ha以内，伐区は努めて分散させる。）を行
うことができる。

立木の伐採は，標準伐期齢以上のものとする。

【元清澄自然環境保全地域】主伐は単木択伐による。伐採年度
ごとの伐採立木材積の限度は，当該伐採年度の初日における立
木材積に択伐率（年生長率に、前回伐採した伐採年度から伐採
しようとする前伐採年度までの年度数を乗じて得た割合で，10
分の1を超えるときは10分の1とする。）を乗じた材積とする。
ただし、保安林の機能の維持又は強化を図るため、森林の群落
構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場
合には，択伐率は10分の3以内とする。
【清和自然環境保全地域】主伐は択伐による。ただし、保安林
の機能の維持又は強化を図るため、森林の群落構成を変える等
自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には，小面積
皆伐を行うことができる。伐採年度ごとの択伐の限度は，現在
蓄積の30％以内，小面積皆伐の場合は，１伐区の面積は2ha以
内とする。

県
立
公
園

第
2
種

特
別
地
域

国定公園第２種特別地域に同じ。

県
立
公
園

第
３
種

特
別
地
域

国定公園第３種特別地域に同じ。
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旧市町村 林　班

単位　面積:ha

種 類
森　林　の　所　在

面 積
施　　　業　　　方　　　法

市 町 村
区　　域（林班）

立木の伐採方法及びその限度 その他

勝　浦　市 勝浦市 22,23,25,26,44,54 14.0

い す み 市 大原町 56,57,59,60 6.7

御　宿　町 御宿町 2,13 0.9

小　計 21.5

館　山　市 館山市 3 0.1

鴨川市 96,114
天津小湊町 25,36

南 房 総 市 丸山町 22,27 2.5

鋸　南　町 鋸南町 52 3.3

小　計 13.5

木 更 津 市 木更津市 43,46 3.1

君　津　市 君津市
39,146,151,174,
193,197

17.6

富　津　市 富津市 11,12,22,138,151 9.2

袖 ケ 浦 市 袖ケ浦市 5,7～9,18 14.2

小　計 44.1

計 79.1

大 多 喜 町 大多喜町
16～18,32,34,36,
54,65,66

165.5

小　計 165.5

鴨　川　市 鴨川市 14,54～57,86 131.9

南 房 総 市 富山町 34,35 20.7

鋸　南　町 鋸南町 38,41,43～46 191.0

小　計 343.7

君　津　市 君津市 94,95,108,109,112 220.1

富　津　市 富津市
87,107～117,
127～131

922.0

袖 ケ 浦 市 袖ケ浦市 14,16 25.6

小　計 1,167.7

計 1,676.9

（注）区域欄の数字は、林班番号である。

２　その他必要な事項

    房総の美しい景観を形成し多様な生物の宝庫である里山を良好な状態で次代に引き継ぐことを

  目的に、「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」に基づく県、市町村、県民、

  里山活動団体、森林所有者等の適正な役割分担と協働を促進し、企業や民間団体、みどりのボラ

  ンティア等による森林・里山の保全・整備活用を推進します。
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　森林の施業は原則として択伐法によるものとす
る。
　ただし，崩壊の恐れが少ないと認められる場合に
は，小面積皆伐（１伐区の面積は２ha以内，伐区は
努めて分散させる。）を行うことができる。

鴨　川　市 7.6

砂
防
指
定
地
区

　土砂の流出と林地の保水を考慮して，施業を実施
し，特に施業の制限はしないものとする。
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